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序　　　　　文

ラモス政権の下、「フィリピン 2000」のスローガンを掲げて、産業の育成・工業化の推進を実施

しているフィリピン共和国政府は、同国内における規格の制定及び認証機関である貿易産業省

（ＤＴＩ）製品規格局（ＢＰＳ）において製品試験を担当しているＢＰＳ試験所の試験機能強化を目

的として、1991年、我が国に対しプロジェクト方式技術協力を要請しました。

これに対し、我が国側は、消費者保護を重視したいとのフィリピン側の意向をも勘案し、試験

分野のなかで電気を対象とし、そのうち照明器具・配線器具・電線にターゲットを絞った形で協

力することとし、「フィリピン工業標準化・電気試験技術協力事業」（協力期間：1993年８月～1997

年８月）を実施して、日本、フィリピン両国の関係者から高い評価を得ました。

フィリピン政府としては、上記プロジェクトが電気分野の３部品に特化したものであることか

ら、その成功をも踏まえ、広く電気・電子製品の試験機能をＢＰＳ試験所に付与することを目的

として、今般、以下の項目におけるプロジェクト方式技術協力を要請してきました。

(1)　電気・電子製品に対する試験技術の移転

(2)　ＥＭＣ（電磁両立性）試験技術の移転

(3)　標準化・品質管理及び製品認証試験に関する研修の実施

これを受け、1997年６月 25日～７月４日に派遣された事前調査団では、フィリピン側の要請背

景等について調査を行い、今後の検討結果の変更があり得るという条件の下、技術移転内容を先

方と協議し、電気・電子製品に対する試験技術を中心に技術移転を行うことを合意しました。

同事前調査の結果を受け、事前調査において、協力分野の絞り込み等、確認が必要とされてい

た諸点について調査・協議することを目的として、1998年２月 15日から３月13日にかけて長期調

査員を派遣しました。

本報告書は、同調査員の調査結果を取りまとめたものです。

ここに、本調査員の派遣に関しご協力いただいた、日本ならびにフィリピン両国の関係各位に

対し、深甚なる謝意を表するとともに、あわせて今後のご支援をお願いする次第です。

1998年３月

国 際 協 力 事 業 団
鉱 工 業 開 発 協 力 部

部長 谷 　川 　 和 　男
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第１　長期調査員の派遣

１－１　派遣の経緯と目的

ラモス政権の下、「フィリピン 2000」のスローガンを掲げて、産業の育成・工業化の推進を実施

しているフィリピン共和国政府は、同国内における規格の制定及び認証機関である貿易産業省

（ＤＴＩ）製品規格局（ＢＰＳ）において製品試験を担当しているＢＰＳ試験所の試験機能強化を目

的として、1991年、我が国に対しプロジェクト方式技術協力を要請した。

これに対し、我が国側は、消費者保護を重視したいとのフィリピン側の意向をも勘案し、試験

分野のなかで電気を対象とし、そのうち照明器具・配線器具・電線にターゲットを絞った形で協

力することとし、「フィリピン工業標準化・電気試験技術協力事業」（協力期間：1993年８月～1997

年８月）を実施して、日本、フィリピン両国の関係者から高い評価を得た。

フィリピン政府としては、上記プロジェクトが電気分野の３部品に特化したものであることか

ら、その成功をも踏まえ、広く電気・電子製品の試験機能をＢＰＳ試験所に付与することを目的

として、今般、以下の項目におけるプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

(1)　電気・電子製品に対する試験技術の移転

(2)　ＥＭＣ（電磁両立性）試験技術の移転

(3)　標準化・品質管理及び製品認証試験に関する研修の実施

これを受け、1997年６月 25日～７月４日に派遣された事前調査団では、フィリピン側の要請背

景、国家開発計画との整合性、協力予定分野の現状、フィリピン側のプロジェクト実施計画及び

実施体制等について調査を行い、今後の検討結果の変更があり得るという条件の下、技術移転分

野、日本側投入（専門家・機材及びカウンターパート研修）、フィリピン側投入、更に暫定実施計

画等を先方と協議し、その結果をミニッツに取りまとめ、署名・交換を行った。

今次長期調査においては、事前調査において、技術移転分野の絞り込みなど、長期調査の際に

確認が必要とされていた諸点についてニーズ調査を含めた調査・協議を行うとともに、1998年度

に予定されている実施協議調査が円滑に進むよう、技術協力計画及び機材供与計画（各々案）を策

定すること並びにＰＤＭ（案）を作成することを主な目的とした。

１－２　主要調査項目

(1) 技術移転分野

IEC No.335で強制品目となっている電気製品の試験技術を技術移転の中心とする旨、事前

調査の際に確認しているが、事前調査において持ち帰り検討事項となっている以下の分野の

取り扱いぶりを検討した。
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１） 電気製品試験

電気製品のうち現在非強制となっている品目についての試験

２） 電子製品試験

ＡＰＥＣの電気・電子製品の安全に関する相互認証に基づき、IEC No.65 による電子

製品の試験（化学試験等の材料試験も含む）

３） 工業標準化

（注１）　電気製品試験、電子製品試験に関連して、試験機器の校正の実施についても検討事

項とした。

（注２）　上記各項目のなかで、

① プロジェクトの地方展開〔貿易産業省（ＤＴＩ）のリージョン・州事務所に配置

されている Standards Officerに対するセミナー・コンサルティング及びＤＴＩ

製品規格局（ＢＰＳ）における研修の実施〕、

及び、

② 民間企業への技術支援〔「工業標準化・電気試験技術（以下「フェーズ１プロジェ

クト」という）の終了時評価調査においても課題のひとつとされた、継続的に不良

品を出した企業に対するアドバイスの実施〕

についても検討事項とした。

(2) 協力期間の設定

事前調査の際、フィリピン側より、フェーズ１プロジェクトの経験を踏まえ、技術移転に

要する我が国側提案の３年間の協力期間では短すぎるので、可能であれば５年間の協力期間

としてほしいとの要望があった。今次調査では、協力範囲の確定を踏まえ、適正な協力期間

を設定するための調査も実施した。

(3) 技術協力計画（案）、ＰＤＭ（案）等の策定

上記(2)、(3)を踏まえ、技術協力計画（ＴＣＰ）、暫定実施計画（ＴＳＩ）、並びにＰＤＭ（各々

案）を策定した。

(4) 投入計画の策定

１） 日本側投入

ａ） 専門家派遣

派遣スケジュールの確認、生活状況の確認、交通手段確保状況の確認

ｂ） 研修員受入

初年度受入れ基本計画の策定
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ｃ） 機材供与

事前調査の際に検討された機材を長期調査実施前の国内作業において精査し、我が

国側としての機材供与計画案を策定、これを調査時にフィリピン側と協議し、機材供

与計画（案）を策定した。

２） フィリピン側投入

ａ） カウンターパート配置

人数、経歴、技術レベル等の調査を行った（特に、人数については事前調査の際に55

名が予定されている旨確認されていたが、上記技術移転内容も確認のうえ、適正な人

数についても確認した）。

ｂ） 予算措置

プロジェクト実施に必要なフィリピン側の予算措置について確認した。

ｃ） 機材受入れ準備

ユーティリティー、電気、配線、給排水の状況、供与機材の予定機材レイアウト案、

据え付け技師派遣の必要性、フィリピン側により実施されるべき工事、維持管理上の

留意事項等について調査・協議した。

１－３　調査員の構成

氏名 担当業務 所属先

山下　　誠 団長・総括 国際協力事業団鉱工業開発協力部鉱工業開発協力第一課課長代理

鬼束　忠人 技術協力計画 通商産業省工業技術院標準部国際規格課国際協力班班長

横尾　　勝 研修計画 （財）日本品質保証機構国際協力事業担当

初見　隆司
電気製品試験

（財）電気安全環境研究所横浜事業所試験課主査
（コンサルタント）

高瀬　　弥
電子製品試験

（財）日本品質保証機構安全試験検査センター技術管理課副主査
（コンサルタント）

勝又　　晋 協力企画 国際協力事業団鉱工業開発協力部鉱工業開発協力第一課職員
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１－４　調査日程

日順 月日 曜日 日　　　　　程

（団長、研修計画、協力企画団員） （技術協力計画団員） （電気製品試験、電子製品試験団員）

１ ２月15日 日 成田9:45→マニラ13:25、JL741

２ ２月16日 月 ＪＩＣＡ事務所打合せ、ＢＰＳ表敬、

ＢＰＳＴＣ視察、ＢＰＳＴＣとの打合せ

３ ２月17日 火 ＢＰＳＴＣ試験所レイアウト調査

４ ２月18日 水 ＢＰＳＴＣ試験所レイアウト調査

５ ２月19日 木 機材調査

６ ２月20日 金 現場、市場調査（Cubao市）

７ ２月21日 土 報告書作成

８ ２月22日 日 休日

９ ２月23日 月 機材調査、ＢＰＳとの打合せ

10 ２月24日 火 現場、市場調査（Batangas市）

11 ２月25日 水 技術移転分野（案）、機材計画（案）

作成、ＢＰＳとの打合せ

12 ２月26日 木 報告書取りまとめ、ＢＰＳとの打

合せ、機材見積り依頼

13 ２月27日 金 報告書取りまとめ、ＴＣＰ、ＰＯ

作成、ラボの試験電圧測定

14 ２月28日 土 休日

15 ３月１日 日 休日

16 ３月２日 月 団内打合せ、資料準備、校正設備調査

17 ３月３日 火 （研修計画、協力企画）成田9:45→マニラ13:25、 成田9:45→マニラ13:25、JL741 ＢＰＳとの打合せ、ＪＩＣＡ事務

JL741、（総括・団長）クアラルンプール9:05→マ ＪＩＣＡ事務所・団内打合せ 所・団内打合せ

ニラ14:30、MH702、ＪＩＣＡ事務所・団内打合せ

18 ３月４日 水 ＤＴＩ（ＢＰＳ）表敬、ＢＰＳとの協議（同左） （同左）

（この日以降、適宜ＢＰＳＴＣ視察）

19 ３月５日 木 ＢＰＳとの協議 （同左） （同左）

20 ３月６日 金 ＢＰＳとの協議 （同左） （同左）

21 ３月７日 土 団内打合せ、資料作成 マニラ14:45→成田19:40、JL742 団内打合せ、資料作成

22 ３月８日 日 資料作成 資料作成

23 ３月９日 月 9:00 ＮＥＤＡ表敬、11:00 ＢＰＳＴＣ ＢＰＳとの協議

視察、午後ＢＰＳとの協議

24 ３月10日 火 ＢＰＳとの協議 （同左）

25 ３月11日 水 ミニッツ案最終調整 （電気製品試験団員）　（同左）

（電子製品試験団員）　マニラ14:45

→成田19:40、JL742

26 ３月12日 木 11:30 ミニッツ署名 （電気製品試験団員）　（同左）

15:00 大使館報告

16:00 ＪＩＣＡ事務所報告

27 ３月13日 金 ＪＩＣＡ事務所（帰国時事務処理） （電気製品試験団員）　マニラ14:45

マニラ14:45→成田19:40、JL742 →成田19:40、JL742
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１－５　主要面談者

(1) フィリピン側

１） 国家経済開発庁（ＮＥＤＡ）

Christina Santiago PIS（Project Investment Staff）

Lawrence Nelson Guevara PIS

Feliusimo David Jr. Chief, PMS（Project Monitoring Staff）

Crisanto D. Gamponia PMS

Puj Pusalte PMS

２） 貿易産業省（ＤＴＩ）

Zenaida Cuison-Maglaya 次官補

３） ＤＴＩ製品規格局（ＢＰＳ）

Jesus L. Motoomull 局長

Cirila S. Botor 副局長

Gerardo P. Panopio 試験所長

Jerry T. Sayson Test Engineer

(2) 日本側

１） 在フィリピン日本大使館

篠田　邦彦 二等書記官

２） ＪＩＣＡフィリピン事務所

後藤　洋 所長

黒柳　俊之 次長

中澤　哉 所員
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第２　調査結果の要約

本件調査員は、1998 年２月 15 日より３月 13 日までフィリピン国に滞在し、主に貿易産業省

（ＤＴＩ）製品規格局（ＢＰＳ）との間で、本件事業の技術協力計画の詳細について協議を行うとと

もに、フィリピン国内の当該分野試験技術協力のニーズを把握するために、市場調査、他の試験

機関・教育機関の試験設備の視察等を実施した。

最終的には、上記協議内容をミニッツとして取りまとめ、３月 12日午前、マニラ市内のＤＴＩ

投資委員会（ＢＯＩ）事務所で、マグライヤＤＴＩ次官補列席の下、我が国側団長山下誠とフィリ

ピン側ボトールＢＰＳ副局長との間で署名・交換を行った（モトムールＢＰＳ局長が外国出張のた

め、代理として副局長が署名）。

署名・交換されたミニッツの概要は以下のとおり。

(1) プロジェクトの名称

日本語名 フィリピン共和国電気・電子製品試験技術協力事業

英語名 The Japanese Technical Cooperation for the Project on the Electrical

and Electronics Appliances Testing in the Republic of the Philippines

(2) 実施機関

１） 所管官庁

貿易産業省（ＤＴＩ）製品規格局（ＢＰＳ）

２） 実施機関

ＢＰＳ試験所

(3) プロジェクトの運営体制

１） 総括責任者

ＢＰＳ局長

２） 実施責任者

ＢＰＳ試験所長

(4) 協力期間

討議議事録（Ｒ／Ｄ）にて双方が合意した日から４年間。

なお、協力期間開始から３年間を日本人長期専門家からの技術移転にあて、残りの１年間

は移転した技術の定着を目的とするモニタリング、及び必要に応じた補完的な技術移転の期

間と定めた。

(5) プロジェクト・サイト

メトロ・マニラに在するＢＰＳ試験所〔科学技術省（ＤＯＳＴ）金属工業開発研究センター

（ＭＩＲＤＣ）の一部を賃借〕
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なお、事前調査の際に確認されたとおり、ＢＰＳとＭＩＲＤＣとの間で既存のＢＰＳ試験

所（約1,500m2）に対する賃借契約の延長、及び既存試験所に隣接する 300m2の追加賃借に向け

既に調整済みであり、具体的な手続きに入りつつあることが確認された。

(6) プロジェクトのマスタープラン

１） 目的

ａ） 上位目標

フィリピン国内で流通する電気・電子製品の信頼性が向上する。

ｂ） プロジェクト目標

ＢＰＳ試験所が電気・電子製品試験に関して適切な技術サービスを提供できるよう

になる。

２） 成果

0 プロジェクト実施のための運営体制が強化される。

1 電気・電子製品試験実施のための機材が整備され、使用、維持・管理される。

2 カウンターパート（Ｃ／Ｐ）が主要な電気・電子製品試験を実施できるようになる。

3 電気・電子製品試験に関するセミナー及び研修コースが体系的に実施される。

３） 活動

0-1 必要な要員を配置する。

0-2 活動計画を策定する。

0-3 予算計画を策定し、適切に執行する。

1-1 施設整備計画を策定し、計画に沿って実行する。

1-2 機材仕様書を作成する。

1-3 業者を入札、選定する。

1-4 機材を据え付ける。

1-5 施設と機材を使用、維持・管理する。

2-1 カウンターパートの技術力を把握する。

2-2 技術協力計画を作成する。

2-3 カウンターパートに技術移転を実施する。

2-4 カウンターパートへの技術移転の結果を評価する。

3-1 既存のセミナー及び研修コースを見直す。

3-2 フィリピンの電気・電子製品試験に関するニーズに合ったセミナー・研修コースの

実施計画を作成する。

3-3 セミナー・研修コースの教材を準備する。

3-4 セミナー・研修コースを実施する。
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3-5 セミナー・研修コースを評価する。

(7) 技術移転の対象分野

１） 対象分野の検討方法

電気・電子各製品の販売量等の統計、電気・電子製品小売店や教育機関・他の試験所

の関連施設の視察等の実地調査、ＢＰＳ試験所の現状確認等により、技術移転の対象と

なる電気・電子製品の試験品目の絞り込みを行った。

２） ターゲット・グループ

当初のターゲット・グループはカウンターパートであるが、プロジェクトの進捗に従

い、ＤＴＩのリージョン・州の標準化担当者及び電気・電子試験関連企業をターゲット・

グループとし、将来的にはフィリピン国国民をターゲット・グループとすることとした。

３） カウンターパートの技術レベル

カウンターパート候補者の技術レベルの把握を、その実技の視察、及びインタビュー

等により実施したうえで、日本の類似の試験所の現状を考慮に入れ、以下の点をフィリ

ピン側に指摘した。

ａ） フィリピン工業標準化・電気試験技術（以下「フェーズ１プロジェクト」という）で実

施した部品（電線・照明器具・配線器具）試験と比較して、今次協力で対象とする電気・

電子製品試験は高度な知識と経験を必要とするが、カウンターパートの経験・知識は

それを満たす状況にはない。そのため、限られた協力期間内で、すべての試験技術を

移転するのは困難である。

ｂ） 電気製品試験の規格である IEC No.335は、対象製品ごとに同規格が細分化されてお

り、試験技術そのものの習得への注力が必要である一方、電子製品試験の規格である

IEC No.65は、製品ごとの細分化はないものの、製品そのものが複雑であるため、製

品に関しての幅広い知識が必要となる。

したがって、新規カウンターパートのリクルート及びカウンターパートの配置に際

しては、こうした適性度を考慮する必要がある。

４） 技術移転分野

上述の統計、実地調査に加え、フィリピン国での強制規格となっている製品かどうか、

フィリピン国民の生活様式、カウンターパートの技術レベル、フィリピン側からの要望

を基に検討し、以下の製品に関する試験を技術移転の対象とした。

なお、日本側が、無条件に技術移転に責任を持つ製品をPriority Itemとし、Priority

Itemの技術移転の進捗具合に応じ、それが完了したのち、カウンターパートが専門家の

監督の下で、自ら試験を実施する製品を Optional Itemとすることとした。

このため、Optional Itemの実施自体、また、実施する場合であっても、品目や数に
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ついては変更もあり得ることとした。

また、試験の難易度が低い製品から順次技術移転を実施することとした。

ａ） 電気製品試験（IEC No.335による試験）

①　電熱機器

（Priority Item）

アイロン、炊飯器、コーヒーメーカー、オーブントースター、トースター、ヘアー

ドライヤー、瞬間湯沸かし器

（Optional Item）

電気温水器、投げ込み湯沸かし器

②　電動力応用機器

（Priority Item）

扇風機、冷凍冷蔵庫、二漕式洗濯機、ルームエアコン

（Optional Item）

ミキサー、掃除機（活電ホースなし）、電子レンジ

ｂ） 電子製品試験（IEC No.65による試験）

（Priority Item）

ＡＣアダプター（トランスタイプ）

（Optional Item）

ＡＣアダプター（スイッチングタイプ）、ビデオ、ラジカセ、テレビ、アンプ、シ

ステムコンポ

なお、電子製品試験については、上記(7)３）をも踏まえ、ＡＣアダプター（トランスタ

イプ）のみを当面 Priority Itemとすることとし、協力開始後１～１年半の間にカウン

ターパートの技術レベルを日本・フィリピン双方で測定したうえで、委細を検討するこ

ととした。

上記を踏まえ、技術協力計画（ＴＣＰ）及び活動計画（ＰＯ）（各々案）を策定した。

また、所内の機器校正に関するトレーサビリティー・システムの確立についても（先方

の機材面での応分の負担が実施されることを条件に、機材供与及び研修員の受入れを通

じて）協力することを確認した。

５） 技術移転の方法

カウンターパートの日常業務と技術移転の効率性を踏まえ、週に最低２～３回、定期

的に技術移転を実施する時間を設けること、詳細は実施協議調査の際に確定することを

確認した。

また、技術移転の形態としては、ケーススタディ方式の座学を４割、実技を６割とす
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ることした。

また、調査員より、以下を説明し、フィリピン側の了解を得た。

ａ） 技術移転の進捗に従い、カウンターパートをグループ分けし、いずれのカウンター

パートも何らかの形で特定の製品の担当とする。

ｂ） 技術移転の実施効率性を考慮し、各カウンターパートのレベルに応じて上記ａ）の

グループ分けを行う。

ｃ） 座学、実技にはすべてのカウンターパートの参加を可とする一方、専門家は、各製

品の担当のカウンターパートに対する技術移転についてのみ責任を負うこととする。

６） 標準化・試験所運営

本案件の事前調査以降、フィリピン側から要望のあった標準化分野に関する検討を日

本側で実施した結果、ＰＤＭによりプロジェクト管理を実施しなければならないという

点をも踏まえ、同分野を「試験所運営」に特化して本案件のなかで位置づけることとし、

フィリピン側にもそれで差し支えないか否か検討を依頼していた。

しかしながら、本調査実施の直前になり、日本側の専門家リクルートの問題から、特

化した場合であっても本分野を協力分野に含めることが困難となったため、その旨を

フィリピン側に説明した。

フィリピン側は、その説明に理解を示したものの、あわせて、専門家のリクルートが

可能となった時点でも構わない、あるいはプロジェクトとは別の形であっても構わない

ので何らかの形で本分野に協力してほしい旨、回答した。

最終的に、当方より、以下のとおり説明し、フィリピン側の理解を得た。

ａ） ＰＤＭの導入以降、不確定要素のある分野を討議議事録に盛り込むことは困難と

なっており、現時点では本プロジェクトの対象外とせざるを得ない。

ｂ） ただし、フィリピン側のニーズも理解できるので、今次調査において以下の項目に

関する現状調査を実施したうえ、帰国後、日本側関係機関に報告し、実施協議調査団

の派遣までに何らかの形で協力することが可能か否か連絡することとする。

① 組織及び全体管理

② 品質システム及び監査見直し

③ 人事（トレーニング等）

④ 機器管理システム

⑤ 校正及びトレーサビリティー

⑥ サンプル（検査依頼品）管理

⑦ 記録・文章化

⑧ 苦情処理
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⑨ 日常勤務評定システム

⑩ 試験における統計法（不確からしさの測定）

７） 試験サービス以外の技術サービス

本プロジェクトの協力対象となるＢＰＳ試験所の試験サービス以外の技術サービスに

ついては、ＢＰＳ試験所のこのようなサービスの実績及びリージョン・州のＤＴＩ

Standards Officerの役割についてフィリピン側より聴取したうえで、専門家からカウン

ターパートへ移転された技術がＢＰＳＴＣに留まらず外部に普及することが肝要である

との観点から、以下の技術サービスを対象とすることとした。

ａ） 民間企業へのセミナー・研修コースの実施

本案件の初期段階は、日本人専門家がセミナー・研修コースを実施し、案件の進捗

に応じて、日本人専門家の指導の下、カウンターパートがセミナー・研修コースを実

施する。

ｂ） リージョン・州のＤＴＩ標準化担当者へのセミナー・研修コースの実施

我が国側から、中堅技術者養成対策費のスキームを説明し、フィリピン側より、必

要性、対象人員の数、フィリピン側の予算措置について適切な説明が実施されれば検

討可能であるとして、実施協議調査までにこうした点に関する情報提供をするよう依

頼し、了解を得た。

(8) 日本側がとるべき措置

１） 専門家派遣

ａ） 長期専門家

①　チーフ・アドバイザー

②　業務調整

③　電気・電子製品試験

　（注）　長期専門家の人数・期間は実施協議調査の際に決定することとした。

ｂ） 短期専門家

技術移転分野に関し、必要に応じ短期専門家を派遣することとした。

協力初年度の短期専門家派遣の詳細については、実施協議調査の際に決定すること

とした。

２） 研修員受入

ａ） 人数

毎年０～３名

ｂ） 期間と時期

期間は、日本人専門家とフィリピン側との間で最終的に決定することとしたが、我
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が国の予算措置の可能性と長期専門家が現地に派遣されているという点を勘案すると、

せいぜい２か月が適当である。

時期も、双方で協議のうえ決定することとしたが、技術移転の効率性も勘案し、場

合によっては、専門家の派遣に先立ち研修を実施する場合もあることも確認した。

ｃ） 分野

研修の詳細内容は、追って双方協議のうえ決定する。

ｄ） 方法（目的）

ＢＰＳ試験所で機材を使用できない（機材供与は実施されない）が、技術を習得すべ

しとの観点から技術移転が必要なもの、ＢＰＳ試験所で機材を使用できる（機材供与

は実施される）が、専門家のリクルートの問題から派遣が困難なため、専門家が派遣で

きないものなど、あくまでも現地の専門家の技術移転を補完するとの位置づけで実施

する。

３） 機材供与

供与されるべき機材は、あくまでも技術移転のための機材であるとの原則の下で、こ

うした技術移転に必要となる機材を以下の４つに分類したうえで、Annex13としてミニッ

ツに添付するとともに、詳細仕様を参考として併せて添付した。

ａ） ＢＰＳ試験所に存在しており、それをプロジェクトにおいても使用するもの。

ｂ） ＢＰＳ試験所に存在しているものの、老朽化等の理由で更新するもの。

ｃ） ＢＰＳ試験所に存在しているものの、効率のよい技術移転を実施するために員数を

増やすもの。

ｄ） ＢＰＳ試験所に存在していないため新規に供与するもの。

なお、フェーズ１プロジェクトと比較し、供与機材はより精密かつ繊細なものが多く

なるため、維持管理にはより細心の注意を払うようフィリピン側に申し入れた。

また、フェーズ１で供与した機材の現状を確認したところ、大半の機材は問題なく使

用されていたが、スペアパーツの入手等に関して問題があった点についてフィリピン側

の善処を要求したところ、改善案が提出された。

更に、本年１月末までの Philippine National Standardsの改訂（強制試験製品の変

更）の情報がなかったため、一部機材については事前情報が入手できず、結果として実施

協議調査までにその取り扱いを確定することを確認した。

試験サンプルを輸送する車両の供与についても要請があったため、聞き置いた。

また、供与機材の国内輸送、据え付け・維持管理はフィリピン側負担で実施してほし

い旨説明し、フィリピン側も同意した。

更に、必要に応じ、機材据え付けを監督する短期専門家の派遣を検討する用意がある
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旨説明した。

(9) フィリピン側がとるべき措置

１） プロジェクトの建屋及び設備（新試験所建設計画）

フィリピン側は、ＢＰＳ試験所の賃借契約の延長及び隣接するスペースの新規契約を

行い、プロジェクト実施のために必要な建屋及び設備を提供する。

また、ミニッツの Annex14に示した機材受入れのために必要な改修を機材のサイト到

着までに行う。このために、フィリピン側は 1998年度予算として50万ペソを確保してい

る。

我が国側からは、ＢＰＳ試験所における電圧の変動が一部機材に影響を及ぼすものと

みられるため、フェーズ１プロジェクト同様、安定化電源（スタビライザー）の導入が必

要となるため考慮する旨、併せて指摘した。

更に、フィリピン側から、新ＢＰＳ試験所サイトの建設計画が以下のとおり説明され

た。

ａ） 通貨下落の影響から、1998年度予算要求において、新サイト建設費として 1.2億ペ

ソを要求したにもかかわらず、2,145万ペソしか承認されなかったため、1999年度も引

き続き予算要求を行う予定ではあるが、当初、ＢＰＳ本部も新サイトに移転すること

を検討していたが、当面、移転はＢＰＳ試験所のみとならざるを得なくなった。

ｂ） サイトについては、第 1候補地としてフィリピン大学（ＵＰ）ディリマン校（ケソン

市）の敷地内、第２候補地としてＵＰロスバニョス校（ラグナ）の敷地内があげられて

いる。

ｃ） 建設スケジュールは、1998年 11月に建設を開始し、完工後、1999年 11月に移転を

開始する予定。

この説明に対し、我が国側より、上記ｃ）の建設スケジュールどおり移転が実施されれ

ば、移転開始が供与機材到着の直後に予定されているため、本案件の実施に影響を及ぼ

すことが懸念される旨、指摘した。

フィリピン側より、ＢＰＳ試験所のうち、化学・材料試験部門の移転を先に実施する

予定である旨発言があった。

我が国側より、更に、事前調査においても双方で確認したとおり、移転後、機材の校

正も必要となり、技術移転に割く時間が制限されることから、プロジェクト・サイトは

既存の試験所とすること、仮にサイトを移転する場合であっても、専門家に対し十分余

裕を持った事前の通知と協議が前提であることを申し伝え、フィリピン側はこれを遵守

する旨回答した。
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２） 日本人専門家の執務室

日本人専門家の執務室として、プロジェクト開始前に電話・机等の事務用機器が完備

した部屋を準備する旨確認した。

３） 資機材及び原材料

日本政府がＪＩＣＡを通じて供与する資機材以外でプロジェクト実施に必要となる資

機材、車両、スペアパーツ等については、すべてフィリピン側負担で準備・交換するこ

ととした。

なお、試験サンプルについてもフィリピン側が準備することを確認すると同時に、

フィリピン国産業界からの協力に関するコミットメント・レターを 1998 年３月までに

フィリピン側が取り付け、ＪＩＣＡ事務所に提出することを確認した。

本案件の実施に際して、フィリピン側が準備する機材についても Annex13のなかに記

載した。

４） カウンターパートの配置

プロジェクトの実施に必要なカウンターパートについて協議し、その人員計画につい

て Annex７に取りまとめた。

フィリピン側より、現在のＢＰＳ試験所の既存の人員に加えて、本案件のために 15名

の増員を予定していること、そのうち 11名については、1998年度予算で予算化されてい

ることが紹介された。

なお、個人ないし人事上の都合でカウンターパートの配置に変更が生じた場合は、

フィリピン側は直ちに必要な人数を補充することを確認した。

本項に関連してＢＰＳ試験所の雇用条件について以下を確認した。

ａ） 定年

65歳または勤続 20年を超えた際、本人の意思により退職可能。

ｂ） 公務員の資格要件

政府の公務員試験に合格することが必要。サブ・プロフェッショナル（事務・管理補

助員）及びプロフェッショナルの２つのレベルがある。

ｃ） 雇用契約

海外で研修に参加、または学位を取得した職員は、研修期間に応じ、雇用契約を継

続する必要があり（例えば１年間の研修に対しては２年間）、これに反した場合は、研

修・学位取得に要した経費を本人が負担する必要がある。
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ｄ） ＢＰＳ、ＢＰＳ試験所の勤続年数別人員構成

ＢＰＳ ＢＰＳ試験所

勤続20年以上 11  4

勤続16～20年 17  1

勤続11～15年  1  0

勤続６～10年  7  3

勤続０～５年 16 16

合計 52 24

ｅ） 給与水準

ＢＰＳは、他の政府機関と同様の給与体系にあり、大学新卒の学生がＢＰＳに入局

した際には、約 9,000ペソの月給であり、これは民間企業とほとんど同水準であるが、

その５年後には民間企業の給与水準はＢＰＳ試験所の３倍程度となる。

５） ローカルコスト

プロジェクトに対する予算措置の見込みにつき、調査・協議し、ミニッツに添付した。

これに関連し、最近のフィリピン国における通貨下落による 1998年度予算への影響に

ついてを聴取したところ、概略以下のとおり。

ａ） 維持管理経費の 25％削減

ｂ） ＢＰＳ新建屋建設に関する予算配分の減少（1.2億ペソから 2,145千ペソ）

ｃ） ＢＰＳ試験所の増員申請に対し、要求の 75％査定（要求 15名、査定 11名）

６） 日本人専門家に対する特権免除

コロンボ・プランに基づき、日本人専門家が第三国の専門家と同様の特権免除を享受

できることを確認した。

７） プロジェクトの自立発展性

カウンターパートの得た技術、知識が最終的にはフィリピン国の経済社会発展に寄与

するよう、プロジェクトの関係者がプロジェクト期間中はもちろんのこと、終了後も

積極的にプロジェクトの活動に参加し、もってプロジェクトの自立発展性を確保するこ

とを確認した。

これに関連して、協力開始後１年間は、プロジェクトを周知せしめるため、開所式等

の場において作成したリーフレットを配布するなど、あらゆる情報媒体を利用してプロ

ジェクトの広報に努めることを確認した。

(10) 合同調整委員会

合同調整委員会を設置し、年最低１回は開催することを合意し、その目的・構成を取りま

とめ、ミニッツに添付した。
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(11) 合同評価

プロジェクトの目的をどの程度達成したかを確認するため、協力期間終了の約６か月前を

めどに合同評価を実施する。

また、協力期間中及び終了後も、プロジェクトの進捗や目的達成状況を把握するため、必

要に応じ評価を実施する。

更に、評価の重要性について、特に評価５項目に関し、ＰＤＭとの関係を含め、説明した。

(12) プロジェクトのスケジュール

プロジェクトの暫定実施計画を取りまとめ、ミニッツに添付した。

今後の主な予定は以下のとおり。

１） 実施協議調査

1998年６月後半以降

２） 協力開始

1999年１月

３） 長期専門家の派遣

協力開始後、速やかに派遣する。

(13) 文章化

プロジェクトの実施及びモニタリングのために以下の書類を作成すること並びに実施協議

調査団の派遣までにそれぞれのドラフトを作成することを確認した。

１） 電気・電子製品の製造業者・商社のリスト

（注）　プロジェクトの初期の段階で、広くプロジェクトの存在を知らしめるため、ＢＰＳ

試験所の潜在的な顧客層も含むこと。

２） プロジェクトの成果をフィリピン国レベルで普及するために、ＢＰＳＴＣと共同歩調

をとる（産官学の）研究機関リスト

３） カウンターパートの技術力モニターシート

４） ＢＰＳＴＣが技術サービスを提供する企業の技術力モニターシート

また、技術移転の成果は、プロジェクトの関係者がプロジェクトの内容を把握し、モニター

し得るよう、可能な限り以下の様態で保存されるべきであることを確認した。

１） 文章化（書きものにする）

２） どの分野も均質のものとする（可能な限りのフォーマット化）。

３） 保存場所は、関係者がいつでも閲覧できる場所とする。

(14) 企業の取り込み

プロジェクトの成功のためには、企業に参加してもらうことが不可欠であることを再確認

した。
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(15) 日本のＯＤＡの現状

（行財政改革の枠組みのなかで）ＯＤＡが、1998年度から今後３か年の間、削減を見込まれ

ており、より妥当で、かつ、自立発展性の期待される案件を形成する必要があることを説明

し、フィリピン側の理解を得た。

(16) プロジェクト管理の現地化

予算削減の影響から、プロジェクト開始後、以前は計画打合せや巡回指導といった調査団

がほぼ毎年派遣され、その機会に合わせてプロジェクトの進捗にかかる合同調整委員会が開

催されていたものが、来年度以降、必ずしも派遣されなくなるため、合同調整委員会がイニ

シアティブをとる形で、案件管理の主体をより現地化する必要がある旨説明し、先方の理解

を得た。

(17) その他

１） プロジェクトのあらゆる活動は英語を用いて実施されることを確認した。

２） 日本側はプロジェクト方式技術協力の性格・仕組みを説明し、フィリピン側はこれを

理解した。

特に、要請書類及び討議議事録について詳細を説明し、討議議事録のサンプルをミ

ニッツに添付した。

更に、この関連で、上述の(1)～(16)の各項目は暫定的なものであり、最終的には実施協

議調査において決定されることを併せて確認した。
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第３　調査・協議結果

調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

Ⅰ 当該分野の背景

１ 電気・電子製品産
業の状況

(1) 全体

(2) 電気・電子製
品試験技術・
標準化に対す
るニーズ

・フィリピンの電気製品産業（家電製
品）企業数は、組立メーカーが55社
（うち17社が外資系）、部品メーカー
が12社（うち７社が外資系）となって
いる（1993年JETRO調べ）。

・生産台数については、正確な統計未
入手。ほとんどの家電製品は国内市
場用であるとみられるが、輸出製品
としては、抵抗器、洗濯機、ラジカ
セ、電話機などがあげられる。

・雇用者数については、外資系企業の
進出の影響もあり、1978年の雇用者
数を100とした指数では、1993年で
176.90となっている（BOI資料）。「電
気機械産業」としての統計による従
業員数は、1990年で約76,000人で、
外資系企業の進出などから、更に増
加しているとみられる。

・1996年の販売数は、扇風機約115万
台、カラーテレビ約97万台、冷蔵庫
約55万台、洗濯機約55万台等となっ
ている（国産品・輸入品合計、
Philippine Electrical and
Electronic Appliances Industry
Foundation＝PEEAIF資料）。

・事前調査の際に、家電業界の市場規
模は1995年末生産出荷ベースで約
1,200億円近くに達している模様で、
近年20～30％のベースで成長してい
ることを確認している。

・また、日系メーカー約25社が電子製
品を中心に生産を行っていることを
確認している。

・「フィリピン工業標準化・電気試験技
術」（以下「フェーズ１プロジェクト」
という）で電線・照明器具・配線器具
の３分野の試験技術をBPSに移転し、

・統計、企業ヒアリング等によ
り電気製品産業の現状を確
認したうえで、特に事前調
査の持ち帰り検討事項と
なっている、IEC NO.335のう
ちフィリピンにおいて非強
制となっている試験品目対
象の電気製品試験、及びIEC
NO.65対象の電子製品試験に
関する試験ニーズ調査を行
う。

・市場調査（小売店等の視察）及び
統計により、電気・電子製品試験
のニーズ調査を行った。

・市場調査としては、クバオ市（マ
ニラ都市部）、バタンガス市（マ
ニラ郊外約100km）にて小売店、
量販店を調査した。電気製品試
験（IEC NO.335）関連では電気洗
濯機、エアコン、電気炊飯器、電
気こんろ、電気ポット、電気瞬間
湯沸かし器等の展示が目立って
いた。電子製品試験（IEC NO.65）
関連ではカラオケ、大型テレビ、
ステレオ等の展示が目立った。

・販売統計でも上記とほぼ一致し
た結果が示されている。PEEAIF
資料により、1997年の販売数を
確認したところ、電気製品試験
（IEC NO.335）関連では扇風機（約
124万台）、電気洗濯機（約68万
台）、アイロン（約29万台）、エア
コン（約19万台）、電気炊飯器（約
1 8 万台）、電子製品試験（I E C
NO.65）関連では、テレビ（約92万
台）、ビデオ（約34万台）、カラオ
ケ（約29万台）等の販売台数が目
立っている。

・民間の試験機関に関しては、電
気試験分野としてはフィリップ
ス社が照明器具の試験を実施し
ていたが、近年、フィリピンの認
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

Ⅱ プロジェクト概要

２ プロジェクト名
称

３ 実施機関
(1) 経協窓口

(2) 主管官庁

(3) 実施機関

(4) プ ロ ジ ェ ク
ト・サイト

所期の目的を達成して終了したが、
電気製品を総合的に試験する第三者
試験機関は現在フィリピンには存在
していない。一部の品目についてBPS
試験所、民間企業等で実施している
にとどまっており、電気製品につい
て総合的に試験できる試験所の設立
のニーズは高い。

・フィリピンはIECに1997年に加盟して
いる。

事前調査の際、下記名称とする旨、
確認している。
（和）フィリピン電気製品試験技術向
上・標準化計画
（英）The Project on the Improvement
of Electrical Appliances Testing and
Standardization in the Republic of
the Philippines
ただし、事前調査時には、同時に

フィリピン側より、電子製品試験分野
の実施について強く要請され、当方は
聞き置いたが、今後の検討により同分
野の実施が可能になった際は、「電子製
品試験（electronic appliances
testing）」の文言もプロジェクト名に
加えるようフィリピン側から要請があ
り、その旨ミニッツに記載した。

国家経済開発庁
（NEDA - National Economic
Development Authority）

事前調査の際には、「フィリピン
2000」との整合性、本件プロジェクト
の自立発展性等について発言があった。
地方展開については、ニーズはあるも
のの、本件プロジェクトでの対応には
必ずしもこだわらない旨のコメントが
あった。また、BPSの新建屋建設計画に
ついて、NEDAから予算管理省（DBM）へ
サポートレターを出している旨の発言
もあった。

貿易産業省
（DTI - Department of Trade and
Industry）
事前調査の際には、産業振興政策の
なかで、電気製品試験実施の必要性や、
BPS組織強化の必要性について発言が
あった。

貿易産業省製品規格局
（BPS - Bureau of Product Standards,
DTI）

BPS試験所　
場所はマニラ首都圏タギッグ町ビ

クータン（マニラ中心部より15キロ）。
BPSの組織のうち、10あるaction

team（AT）のひとつ（AT4）。
今次協力の中心となる電気製品試験

に関連して、1996年２月に電気製品

・左記事前調査時のフィリピ
ン側の提案も考慮し、プロ
ジェクト内容・標準化分野
の位置づけをフィリピン側
と協議のうえ、プロジェク
ト名称はプロジェクト目標
を示すものであるとの原則
を念頭において、最終的に
決定することとする。

・NE D Aの意向を再確認する。
特に通貨下落に際しての対
応方針を確認する。

・BPSの新建屋建設計画に関す
るサポートの状況について
も聴取する。

・左記について再確認する。
DTIのプロジェクトへの期待
及びプロジェクトの位置づ
けを再確認し、また、通貨危
機に際しての対応方針につ
いて確認し、必要に応じミ
ニッツに記載する。

・左記について再確認する。

・左記について再確認する。

証制度がISO Guide 25に基づい
て行われるようになり、同社は
ISOの認証を受けていないことか
ら、現在では民間で電気試験が
実施できる機関はないことを確
認した。

・日本側の専門家リクルートの問
題から「標準化」は協力分野に含
めることが現時点では困難と判
断され、また「電子製品試験」を
協力範囲に含めることとしたた
め、プロジェクト名称を以下の
とおりとした。
（和）フィリピン共和国電気・電
子製品試験技術協力事業
（英）The Japanese Technical
Cooperation for the Project on
Electrical and Electronics
Appliances Testing in the
Republic of the Philippines

・プロジェクトの内容に関連し、
カウンターパートの内訳、新建
屋建設計画等について質疑を
行った。

・特に、NEDAから、import dutyの
フィリピン側による負担につい
ての実施機関への確認を促され
た（これについては、下記11にお
いて問題なきことを確認してい
る）。

・通貨下落の影響については、別
途主管官庁、実施機関より聴取
した（これについては、下記11参
照）。

・プロジェクトの実施体制を考慮
し、DTI製品規格局（BPS）を主管
官庁とし、ミニッツに記載した。

・プロジェクトの実施体制を考慮
し、BPS試験所を実施機関とし、
ミニッツに記載した。

・以下の変更点を含めて再確認し、
ミニッツに記載した。

・BPS内のaction teamは、10から
11チームへ再編成されている。
試験所は、AT4Aとなっている。

・1997年には、27件のIEC NO.335
に基づく電気製品試験を実施し
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

４ 責任者

(1) 総括責任者
（Project
Director）

(2) 実施責任者
（Project
Manager）

５ 協力期間

section（electric apliances section）
が新設されており、現在アイロン、電
子レンジ、オーブンの試験を実施して
いる（BPSTC Updates, 1997年11月）。

BPS試験所は、科学技術省 （DOST -
D e p a r t m e n t  o f  S c i e n c e  a n d
Technology） 金属工業開発研究セン
ター（MIRDC - Metals Industry
Research and Development Center）の
約1,500m2をプロジェクト・サイトとし
て1999年８月まで賃借しており、賃借
の延長及び賃借面積の拡張により対応
する旨、事前調査の際に確認している。

なお、BPS側に試験所サイトを新設す
る計画があるが、本事項はまだ計画段
階であるため、本プロジェクト実施と
は直接関係がないものとして協力を進
める旨、事前調査の際に併せて確認し
ている。

仮に新設された試験所にプロジェク
ト・サイトを移動する場合は、フィリ
ピン側が事前に日本側のアドバイスを
得ることを事前調査の際に確認してい
る。

「フェーズ１プロジェクト」と同様
に、以下のとおりであることを事前調
査の際に確認している。

BPS局長

BPS試験所長

要請書上は５年間とされている。
事前調査の際、要請書の協力範囲を

絞ったことを踏まえ、我が国側から３
年間の協力期間を提案したが、フィリ

・左記について再確認する。

・左記計画に関する進捗状況
を確認すると同時に、必要
に応じ事前調査時の確認事
項を再確認し、ミニッツに
記載する。

・左記について再確認する。

・左記を再確認し、ミニッツ
に記載する。

・技術移転の範囲、カウン
ターパートのレベル、数に
応じ、３～５年の間で最適
な協力期間を設定する。

ている。これはBPS試験所で実施
した電気試験の件数全体の2.7％
にあたる。

・BPSとMIRDCの間で既存のBPS試験
所に対する賃借契約の延長、及
び既存試験所に隣接する約300m2

のスペースの追加賃借に向け既
に調整済みであり、具体的な手
続きに入りつつあることが確認
された。

・なお、賃借料は、年間400ペソ/m2

とのこと。

・進捗状況を以下のとおり確認し
た。
① 通貨下落の影響から、1998
年度予算要求において、新サ
イト建設費として1.2億ペソを
要求したにもかかわらず、
2,145万ペソしか承認されな
かった。

② 1999年度も引き続き予算要
求を行う予定である。

③ 当初、BPS本部も新サイトに
移転することを検討していた
が、当面、移転はBPS試験所の
みとなった。

④ サイトについては、第１候
補地をフィリピン大学（U P ）
ディリマン校（ケソン市）の敷
地内、第２候補地としてUPロ
スバニョス校の敷地内があげ
られている。

⑤ 建設スケジュールは、1998
年11月に建設を開始し、完工
後、1999年11月に移転を開始
する予定。

・移転後、機材の校正が必要とな
り、また技術移転にあてる時間
にも影響が考えられることから、
事前調査において双方で確認し
たとおり、プロジェクト・サイト
は既存の試験所とすると同時に、
仮に移転する際には、専門家へ
の事前の通知と相談をするよう
に申し伝え、フィリピン側はそ
れを遵守する旨回答し、これを
ミニッツに記載した。

・左記のとおり再確認し、ミニッ
ツに記載した。

・討議議事録で合意された日から
４年間とした。
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

６ プロジェクト内
容
(1) 国家開発計画
等との整合性

(2) 技術移転分野
１）電気・電子

製品試験

ピン側は５年間の協力を主張したため、
長期調査で検討することとしている。

事前調査の際に以下を確認している。
・「フィリピン2000」におけるローカル
製品の国内での競争力の強化と、規
格不合格製品のダンピング防止に合
致している。

・WTO-APECの協定に基づき、PNS規格を
IEC規格と整合させるとの計画方針に
も合致している旨確認した。

・APECの電気・電子製品の安全に関す
る相互認証にも合致しており、また、
APECの標準化・品質に関する重点４
品目として、食品、ゴム製品、プラ
スチックパイプと並び、電気・電子
製品が加わっている。

・事前調査の際、電気製品試験につい
ては、IEC NO.335に基づき、電熱機
器、電動力応用機器のうちフィリピ
ンで強制規格となっている製品の試
験を実施することとし、暫定案とし
てミニッツに記載した。

・また、当該分野に関して、以下の３
点についてフィリピン側より要請が
あり、当方は専門家のアベイラビリ
ティーや供与機材の規模・予算的制
約を調査したうえでその可能性を検
討する旨ミニッツに記載した。
① 電気製品のうち現在非強制と
なっている品目についての試験
② 電気試験機器の校正（本調査の
事前質問票に対する回答によれ

・その際、案件終了前の半年程
度を、フィリピン側の自立
発展の可能性を確認する期
間と位置づけ、専門家が必
要に応じて補完するような
協力期間の設定を考慮する。

・なお、仮に専門家１名に対し
てカウンターパート２名と
いう構成とし、かつ要請さ
れた電気・電子全製品に対
する試験を実施した場合の
必要な協力期間の検討結果
は以下のとおり（上述のフィ
リピン側の自立発展の可能
性を確認する期間は含まな
い）。
①　電熱機器 １年４か月
②　電動力応用機器

１年５か月
③　電子機器 １年７か月

・協力期間の開始時期につい
ては、1998年７月から1999
年１月の間とし、実施協議
調査団派遣の時期、機材調
達に要する時間、フィリピ
ン側の受入れ体制等に応じ、
今次調査で確認した事項を
も踏まえ、より具体的な時
期について非公式に協議・
意見交換を行い、協議の内
容をミニッツに記載する。

・左記について再確認し、必要
に応じミニッツに記載する。

・左記を再確認し、ミニッツに
記載する。

・左記については、ニーズ調
査、機材価格・設置スペー
ス、カウンターパートの技
術レベル等の各面から確認
したうえで絞り込みを行い、
ミニッツに記載する。

・協力期間開始から３年間を日本
人長期専門家からの技術移転に
あて、残りの１年間は移転した
技術の定着を目標とするモニタ
リング、及び必要に応じた補完
的な技術移転の期間と定めた。

・後述の技術協力計画（TCP）で示
したとおり、各試験技術の移転
の期間を以下のとおりとした。
①　電熱機器 １年６か月
②　電動力応用機器

１年６か月
③　電子機器 １年

・左記については、討議議事録署
名により、研修員受入、及び機材
調達の準備が可能となること、
及び機材調達のスケジュールに
ついてフィリピン側に説明した
うえで、後述の暫定実施計画
（TSI）で示したとおり、暫定的に
1999年１月としてミニッツに添
付した。

・策定中の「Th e  P h i l i p p i n e
National Development Plan
（PLAN 21）」において、1999年か
ら2004年までの中期計画のなか
で、科学技術分野の政策・戦略の
重点項目として、人的資源の開
発があげられていることを確認
した。

・左記を再確認したが、下記のと
おり、一部非強制の品目も取り
上げることとし、ミニッツに記
載した。

・上記１に示した市場調査、統計
に加え、フィリピン国での強制
規格となっている製品かどうか、
フィリピン国民の生活様式、カ
ウンターパートの技術レベル、
フィリピン側からの要望を基に
検討し、以下の製品に関する試
験を技術移転の対象とした。
なお、日本側が、無条件に技術移
転に責任を持つ製品をPriority
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

２）標 準 化 等
（試験所運
営）

ば、BPSは、BPS試験所内の内部校
正システムの確立に加え、民間企
業に対する校正サービスへの協力
も希望している）
③ APECの電気・電子製品の安全に
関する相互認証に基づき、I E C
No.65による電子製品の試験（化学
試験等の材料試験も含む）

要請書上は、産業向けの研修という
形で、「製品試験、認証、品質管理、標
準化各分野におけるトレーナーの育成
を実施する」との記載があった。
事前調査の際の確認・協議内容は以

下のとおり。
・フィリピン側からは、要請書上は、製

・校正については、実施すると
しても基本的には所内ト
レーサビリティー・システ
ムの確立に限定することと
する。

・「標準化」活動は、規格化・品
質管理・検査・認証活動の循
環的なシステムととらえら
れるが、本プロジェクトに
おいては、PDMにおけるプロ
ジェクト目標のなかでの位
置づけをも勘案し、協力範

Itemとし、Priority Itemの技術
移転の進捗具合に応じ、それが
完了したのち、カウンターパー
トが専門家の監督の下で、自ら
試験を実施する製品をOptional
Itemとすることとした。このた
め、Optional Itemの実施自体、
また、実施する場合であっても、
品目や数については変更もあり
得ることとした。また、試験の難
易度が低い製品から順次技術移
転を実施することとした。
ａ）電気製品試験（IEC NO.335に
よる試験）
①　電熱機器
（Priority Item）
アイロン、炊飯器、コー
ヒーメーカー、オーブン
トースター、トースター、
ヘアードライヤー、瞬間
湯沸かし器
（Optional Item）
電気温水器、投げ込み湯
沸かし器

②　電動力応用機器
（Priority Item）
扇風機、冷凍冷蔵庫、二漕
式洗濯機、ルームエアコ
ン
（Optional Item）
ミキサー、掃除機（活電
ホースなし）、電子レンジ

ｂ）電子製品試験（IEC NO.65に
よる試験）
（Priority Item）
ACアダプター（トランスタイ
プ）
（Optional Item）
ACアダプター（スイッチング
タイプ）、ビデオ、ラジカセ、
テレビ、アンプ、システムコ
ンポ

・なお、電子製品試験については、
カウンターパートの技術レベル
を踏まえ、ACアダプター（トラン
スタイプ）のみを当面Priority
Item とすることとし、協力開始
後１～１年半の間にカウンター
パートの技術レベルを日・比双
方で測定したうえで、詳細を検
討することとした。

・左記に対し、先方の機材面での
応分の負担が実施されることを
条件に、機材供与及び研修員の
受入れを通じて協力することと
し、ミニッツに記載した。

・技術移転実施後の所内のトレー
サビリティー・システムについ
て確認し、ミニッツに添付した。

・左記方針で対処することとした
あと、本調査の直前になり、日本
側の専門家リクルートの問題が
生じ、試験所運営に特化した場
合であっても本分野を協力分野
に含めることが困難となったた
め、その旨をフィリピン側に説
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

３）電磁両立性
（EMC）

(3) プロジェクト
の上位目標

品試験、認証、品質管理、標準化各
分野におけるトレーナーの育成を実
施してほしい旨の記述があった。事
前調査では、セミナーを可能な範囲
で実施する旨通知し、ミニッツに記
載した。

・また、標準化分野でAPEC-ASEANの規
格整合化の活動のなかで策定中の工
業標準化長期計画に基づいて協力を
実施してほしいとの要望もあり、本
プロジェクト活動のなかでの位置づ
け、専門家のアベイラビリティー等
について検討することとした。

・また、「工業標準化・電気試験技術」
の終了時評価調査における課題のひ
とつとされた継続的に不良品を出し
た企業に対するアドバイスについて
の実施についてもフィリピン側から
要請があり、聞き置き、ミニッツに
記載した。当方としてはその必要性
は認めるものの、専門家のアベイラ
ビリティー等について検討が必要で
ある旨回答した。

左記については、要請書に、その試
験設備の確立について記載されていた
が、事前調査の際に今次協力では実施
しない旨ミニッツに記載している。

下記(3)～(6)に関しては、事前調査の
際、以下を確認している。なお、「電気
製品試験」の文言に加え、「電子製品試
験」が、検討の結果、本プロジェクトで
実施できるのであれば、当該箇所に追
記してほしいとの要望がフィリピン側
からあり、その旨事前調査ミニッツに
記載している。

フィリピンの電気製品の信頼性が向
上する。

囲を信頼ある試験所として
の基盤の確立としてとらえ、
試験所運営文書の見直し、
整備及びその運営等にター
ゲットを絞り、協力を実施
することをフィリピン側に
提案する。

・左記に関しては、フィリピン
側のニーズ及び日本側のリ
クルートの可能性を踏まえ
て実施することとする。

・今次調査では特に取り上げ
ないが、必要に応じ、事前調
査の内容を再確認する。

・下記を確認し、ミニッツに記
載する。「電子製品試験」の
文言については、調査の結
果、実施する場合は追記す
ることとする。

フィリピンの電気（電子）製
品の信頼性が向上する。

明し、ミニッツに記載した。
・フィリピン側は、上記説明に理
解を示したものの、あわせて、専
門家のリクルートが可能となっ
た時点でも構わない、あるいは
プロジェクトとは別の形であっ
ても構わないので何らかの形で
本分野に協力してほしい旨の要
請があったため、聞き置き、ミ
ニッツに記載した。

・最終的に、我が国側より、PDMの
導入以後、不確定要素のある分
野を討議議事録に盛り込むこと
は困難となっており、現時点で
はプロジェクトの対象外とせざ
るを得ないが、上記フィリピン
側のニーズも理解できる旨伝え、
以下の項目に関する現状調査を
実施し、ミニッツに記載した。
ａ）組織及び全体管理
ｂ）品質システム及び監査見直
し
ｃ）人事（トレーニング等）
ｄ）機器管理システム
ｅ）校正及びトレーサビリ
ティー
ｆ）サンプル（検査依頼品）管理
ｇ）記録・文章化
ｈ）苦情処理
ｉ）日常勤務評定システム
ｊ）試験における統計法（不確か
らしさの測定）

・上記に基づき、実施協議調査団
の派遣までに、何らかの形で協
力することの可否を我が国側か
らフィリピン側に連絡すること
とし、ミニッツに記載した。

・左記に関しては、下記(9)１）参
照。

・左記のとおり、特に取り上げな
かった。

・下記を確認し、ミニッツに記載
した。電子製品試験の実施に伴
い、同文言を追記した。

・その他、プロジェクトの実態に
合わせ、下記のとおり文言を修
正した。

フィリピン国内で流通する電
気・電子製品の信頼性が向上する。
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

(4) プロジェクト
の目標

(5) 成果

(6) 活動

BPSが電気製品分野において適切な試
験・技術支援サービスを提供できるよ
うになる。

　1 電気製品試験実施のための資機
材が整備・維持管理される。

　2 カウンターパートにより主要な
電気製品試験が実施されるよう
になる。

　3 試験所の運営管理がより効率的
に行われる。

　4 電気試験・標準化等に関する技術
支援が実施される。

1-1 施設整備計画を策定し、計画に
沿って実行する。

1-2 機材仕様書を作成する。
1-3 業者を入札、選定する。
1-4 機材を据え付ける。
1-5 施設と機材を維持管理する。

2-1 電気製品試験技術に関するカウ
ンターパートの技術力を把握す
る。

2-2 電気製品試験の技術移転計画を
作成する。

2-3 カウンターパートに電気製品試
験の技術移転を実施する。

2-4 電気製品試験の技術移転の実施
成果を評価する。

3-1 試験所の運営に関する内部規定
等を作成する。

3-2 内部規定を運用する。

3-3 内部規定の見直しを行う。

4-1 既存のセミナーを見直す。

4-2 フィリピンの電気製品関係者の
ニーズに合ったセミナーの実施
計画を作成する。

4-3 セミナーの教材を準備する。

4-4 セミナーを実施する。

4-5 セミナーを評価する。

BPSが電気（電子）製品分野に
おいて適切な試験・技術支援
サービスを提供できるように
なる。

　0 プロジェクト実施のため
の運営体制が強化され
る。

　1 電気（電子）製品試験実施
のための資機材が整備・
維持管理される。

　2 カウンターパートが主要
な電気（電子）製品試験を
実施できるようになる。

　3 電気（電子）試験に係る試
験所の運営管理がより効
率的に行われる。

　4 電気（電子）試験・標準化
等に関する技術支援が実
施される。

0-1 計画に沿って要員を配置
する。

0-2 活動計画を策定する。
0-3 予算計画を策定し、適切

に執行する。
1-1 施設整備計画を策定し、

計画に沿って実行する。
1-2 機材仕様書を作成する。
1-3 業者を入札、選定する。
1-4 機材を据え付ける。
1-5 施設と機材を維持管理す

る。

2-1 電気（電子）製品試験技術
に関するカウンターパー
トの技術力を把握する。

2-2 電気（電子）製品試験の技
術協力計画を作成する。

2-3 カウンターパートに電気
（電子）製品試験の技術移
転を実施する。

2-4 電気（電子）製品試験の技
術移転の実施成果を評
価する。

3-1 既存の試験所運営文書・
内部規定の見直しを行
う。

3-2 試験所運営文書・内部規
定を作成する。

3-3 試験所運営文書・内部規
定を運用する。

3-4 試験所運営文書・内部規
定の見直しを行う。

4-1 既存のセミナー等を見直
す。

4-2 フィリピンの電気（電子）
製品試験に関するニーズ
に合ったセミナー等の実
施計画を作成する。

4-3 セミナー等の教材を準備
する。

4-4 セミナー等を実施する。

4-5 セミナー等を評価する。

BPS試験所が電気・電子製品試験
に関して適切な技術サービスを提
供できるようになる。

　0 プロジェクト実施のための運
営体制が強化される。

　1 電気・電子製品試験実施のた
めの機材が整備され、使用、
維持・管理される。

　2 カウンターパートが主要な電
気・電子製品試験を実施でき
るようになる。

・左記については、上記６(2)２）に
伴い、削除した。

　3 電気・電子製品試験に関する
セミナー及び研修コースが体
系的に実施される。

0-1 必要な要員を配置する。

0-2 活動計画を策定する。
0-3 予算計画を策定し、適切に執

行する。
1-1 施設整備計画を策定し、計画

に沿って実行する。
1-2 機材仕様書を作成する。
1-3 業者を入札、選定する。
1-4 機材を据え付ける。
1-5 施設と機材を使用、維持・管

理する。

2-1 カウンターパートの技術力を
把握する。

2-2 技術協力計画を作成する。

2-3 カウンターパートに技術移転
を実施する。

2-4 カウンターパートへの技術移
転の結果を評価する。

・左記については、上記６(2)２）に
伴い、削除した。

3-1 既存のセミナー及び研修コー
スを見直す。

3-2 フィリピンの電気・電子製品
試験に関するニーズに合った
セミナー・研修コースの実施
計画を作成する。

3-3 セミナー・研修コースの教材
を準備する。

3-4 セミナー・研修コースを実施
する。

3-5 セミナー・研修コースを評価
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

(7) 技術協力計画
（TCP）、年次活
動計画（AWP）、
暫定実施計画
（TSI）

(8) PDM

(9) 技術移転の方
法

１）技 術 支 援
（試験サー
ビス以外の
技術サービ
ス）

２）プロジェク
トの地方展
開

左記のうち、TSIについては事前調査
のミニッツに添付している。

・PCM手法の概要については、事前調査
の際に説明している。

・PDMは長期調査の際に作成する旨、確
認している。

事前調査の際には、セミナーほか、
電気試験で不合格製品を出した企業へ
のアドバイスを実施してほしい旨要請
があり、聞き置き、その旨ミニッツに
記載した。

・事前調査の際には、DTIのリージョ
ン・州事務所に配置されている
Standards Officerに対して、セミ
ナー・コンサルティング・BPSTCでの

・暫定案について協議し、結果
をミニッツに記載する。

・PDM案をフィリピン側と協議
し、結果をミニッツに記載
する。

・カウンターパートへの技術
移転は、主に試験所におけ
るカウンターパートへの座
学、実習を通じ行うことと
する。

・プロジェクト目標の範囲内
で、フィリピン側と協議の
うえ、専門家のリクルート
の可能性も踏まえ、専門家
のアドバイスに基づき、カ
ウンターパートにより（また
は場合によっては専門家に
より直接）、BPSまたは外部
受講者に対する技術支援を
行う。

・技術支援の形態としては、
セミナー、試験所での研修、
企業等に対するコンサル
ティングなどが考えられる
が、具体的にはフィリピン
側と協議のうえ決定するこ
ととする。

・事前質問票の内容等を参考
にしながら、可能であれば
D T I 地方事務所を訪問し、
ニーズ等を確認したうえで、

する。

・TCP、TSIの暫定案について協議
し、結果をそれぞれミニッツに
記載した。

・PCM手法の概要について、改めて
説明した。

・PDM案について協議し、結果をミ
ニッツに記載した。

・カウンターパートの日常業務と
技術移転の効率性を踏まえ、週
に最低２～３回、定期的に技術
移転を実施する時間を設けるこ
と、詳細は実施協議調査の際に
確定することを確認した。

・技術移転の形態としては、ケー
ススタディ方式の座学を４割、
実技を６割とすることとした。

・更に、我が国側から以下を説明
し、フィリピン側の了解を得、ミ
ニッツに記載した。
ａ）技術移転の進捗に従い、カ
ウンターパートをグループ分
けし、いずれのカウンター
パートも何らかの形で特定の
製品を担当する。
ｂ）技術移転の実施効率性を考
慮し、各カウンターパートの
レベルに応じて上記ａ）のグ
ループ分けを行う。
ｃ）座学、実技にはすべてのカ
ウンターパートの参加を可と
する一方、専門家は、各製品の
担当カウンターパートに対す
る技術移転についてのみ責任
を負うこととする。

・「試験サービス以外の技術サービ
ス」として、BPS試験所のこのよ
うなサービスの実績、及びリー
ジョン・州のDTI Standards
Officerの役割についてフィリピ
ン側より聴取したうえで、専門
家からカウンターパートへ移転
された技術がBPS試験所に留まら
ず、外部に普及することが肝要
であるとの観点から、以下の技
術サービスを対象とすることと
し、ミニッツに記載した。
ａ）民間企業へのセミナー・研
修コースの実施
本項目の初期段階は、日本
人専門家がセミナー・研修
コースを実施し、案件の進捗
に応じて、日本人専門家の指
導の下、カウンターパートが
セミナー・研修コースを実施
する。

ｂ）リージョン・州のDTI標準化
担当者へのセミナー・研修
コースの実施
我が国側から、中堅技術者
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

Ⅲ 日本側投入

７ 専門家派遣

(1) 長期専門家

(2) 短期専門家

８ 研修員受入

研修を実施してほしい旨要望があり、
当方で持ち帰り検討することとした。
Regional/Provincial Standards
Officerの役割について、ミニッツに
記載した。

・事前質問票の回答によれば、今次調
査では以下の内容が期待されている。
ａ）試験
（ターゲットグループ）
①　電気製品産業の工場が多い
Region３、４、７、及びマニラ
首都圏の企業のQA/QC担当者

②　DTIのRegional/Provincial
Standards Officer

（内容）
①　IEC NO.335、IEC NO.65による
試験コース

②　特定の製品の試験コース
ｂ）セミナー
産官学（「官」としてはD T I
Regional/Provincial Standards
Officer、「産」としては消費者グ
ループを含む）に対するセミナー
の実施。
ｃ）コンサルティング
Philippine National Standards
に関して問題を抱えている電気製
品の企業に対するコンサルティン
グ。
なお、トレーニング等のサイトは、機

材の関係からBPSTCを中心とし、セミ
ナー等を場合によっては地方で実施し
たいとしている。

事前調査の際には、チーフ・アドバ
イザー、業務調整員のほか、電気試験
分野で対応する方針であることを提案
し、ミニッツに記載した。更に、フィ
リピン側より、標準化分野に関する長
期専門家の要請があり、聞き置き、ミ
ニッツに記載した。

事前調査の際は、電気試験分野、標
準化等技術支援で対応することとし、
ミニッツに記載している。

・事前調査の際は、年間最大２～３名
程度、以下の分野で受け入れる方針
であることを我が国側より提案し、
その旨ミニッツに記載した。
ａ）電気試験
ｂ）試験所管理

・なお、事前調査の際は、フィリピン
側から、既に本プロジェクトの実施

プロジェクトとしての実施
の是非を判断する。

（試験所運営に関しては、当該
分野の協力に対するニーズ、
専門家のリクルートの可能性
を踏まえ、技術移転の内容に
応じて専門家の投入を決定す
る）

・チーフ・アドバイザー、業務
調整員、電気（電子）製品試
験分野で対応する旨確認し、
ミニッツに記載する。

・上記長期専門家の活動に対
して、電気（電子）製品試験
を補う形で対応することと
し、投入計画について協議
し、結果をミニッツに記載
する。

・左記内容について再確認し、
また場合によっては協力分
野の内容に応じ、受入分野
の見直しを行うこととし、
協議のうえミニッツに記載
する。

・左記内容については、フィリ
ピン側より言及があれば聞

養成対策費のスキームを説明
し、フィリピン側より、必要
性、対象人員の数、フィリピン
側の予算措置について適切な
説明が実施されれば検討可能
であるとして、実施協議調査
までにこうした点に関する情
報提供をするよう依頼し、了
解を得た。

（左記については、上記６(2)２）の
とおり）

・以下の分野について派遣するこ
ととし、また、具体的な人数・期
間については、実施協議調査の
際に決定することとし、ミニッ
ツに記載した。
ａ）チーフ・アドバイザー
ｂ）業務調整
ｃ）電気・電子製品試験

・短期専門家は、必要に応じ派遣
することとし、ミニッツに記載
した。

・初年度の短期専門家派遣の詳細
については、実施協議調査の際
に決定することとした。

・以下について確認し、ミニッツ
に記載した。
ａ）人数
毎年０～３名

ｂ）時期と期間
期間は、日本人専門家と
フィリピン側との間で最終的
に決定することとしたが、我
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

９ 機材供与

のために15名の新規カウンターパー
ト採用の予算を確保していることも
踏まえ、できるだけ多くの研修員を
受け入れてほしいとの要望があり、
その旨ミニッツに記載した。

・事前調査の際には、当方が準備した、
フィリピンの法制上強制規格となっ
ている、IEC NO.335対応の電気製品
試験に必要な機材リストをミニッツ
に添付した。フィリピン側が、電気
製品試験のうち、IEC NO.335対応で、
現在強制となっていない製品の試験、
また電子製品試験（IEC NO.65対応）
についても協力を要請し、当方は聞
き置いたため、機材面も含めた対応
の可否について、今後検討する。

・事前調査以降の検討の結果、機材供
与費については下記のとおりとなっ
ている（消費税を除く）。
適用規格 機材価格A 機材価格B
IEC NO.335-1 88,206千円 59,213千円
IEC NO.335-2 99,578千円 91,838千円
IEC NO.65 120,635千円 81,131千円
合計 308,419千円 232,182千円
（注）機材価格Aは、適用規格を実施す

るために必要な機材の価格。機
材価格Bは、AからBPS所有機材を
除いた価格。

き置くが、我が国のODA予算
の現状等から、実現は非常
に厳しい旨伝える。

・協力に必要な機材を確認し、
そのカテゴリー分け〔既存で
プロジェクトに使用できる、
既存だが更新が必要、既存
だが数量の増が必要、新規
調達が必要（日本側・フィリ
ピン側）等〕を行う。

・予算面、ニーズ面等から左記
で検討した機材の内容から
供与機材の絞り込みを行っ
たうえ、供与予定機材をミ
ニッツに記載する。

が国の予算措置の可能性と長
期専門家が現地に派遣されて
いるという点を勘案すると、
最大でも２か月が適当である。
時期も、双方で協議のうえ決
定することとしたが、技術移
転の効率性も勘案し、場合に
よっては、専門家の派遣に先
立ち、研修を実施することも
確認した。
ｃ）分野
研修の詳細内容は、追って
双方協議のうえ、決定する。
ｄ）方法（目的）
BPS試験所で機材を使用でき
ない（機材供与は実施されな
い）が、専門家のリクルートの
問題から派遣が困難なため、
専門家が派遣できないもの等、
あくまでも現地の専門家の技
術移転を補完するとの位置づ
けで実施する。

・供与される機材は、あくまでも
技術移転のための機材であると
の原則の下で、このような技術
移転に必要となる機材を左記の
ようにカテゴリー分けを行った。

・左記に従い絞り込みを行い、ミ
ニッツに添付した。

・金額としては、日本側負担の機
材価格合計が約80百万円（消費税
を除く）となる。

・ただし、下記機材の現地調達の
検討結果により、機材価格は変
化する可能性がある。

・また、built in chamber、パソ
コン、vibration test、flexing
testの各機材については以下の
理由で保留とし、上記からは除
外している。
ａ）built in chamber
エアコンの試験を実施する
機材であるが、エネルギー省
FATL（Fuels Appliances Test-
ing Laboratory）で、同機材を
保有しており、同試験所で同
機材を借り得る可能性がある
こと、また本邦調達の場合は
高価であるが、現地調達の場
合10分の１以下の価格となる
という情報もあり、保留とし
た。
ｂ）パソコン
用途とフィリピン側の応分
の負担に応じ供与を検討する
こととした。
ｃ）vibration test、flexing
test
いずれもIEC NO.65関連の機
材であるが、当該機材を用い
た試験の実施が現段階で未定
であること（上記６(2)１）参
照）、また外部への影響（振動）
に 対 す る 対 処 の 必 要 性
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

・供与予定機材について、現
地調達の可能性について確
認する。

・供与予定機材の仕様作成に
必要なデータを調査で収集
したうえ、仕様書を作成す
る。

・供与予定機材のレイアウト
について調査し、ミニッツ
に記載する。

・機材設置に際し、フィリピ
ン側が措置すべき事項につ
いて確認し、必要に応じて
ミニッツに記載する。

（vibration test）等を考慮し、
保留とした。
上記各機材を供与する場合、
日本側負担機材価格の合計は約
160百万円となる。

・現地調達の可能性については、
今次調査では見積りを徴収でき
なかった機材があるため、BPS試
験所による見積り徴収を通じ、
引き続き検討を進めることとし
た。

・見積書徴収後、委細について検
討し、実施協議調査の時点で各
機材の現地調達の是非について
最終的に決定することとした。

・詳細仕様を参考として併せてミ
ニッツに添付した。

・機材の固定が必要なbuilt in
chamberの据え付け位置を確認
し、ミニッツに添付した。

・上記のほか、各機材を配置する
試験所内の部屋のレイアウトを
確認し、ミニッツに添付した。

・機材受入れのためにフィリピン
側が1998年度予算として50万ペ
ソを確保していることを確認し、
ミニッツに記載した。

・「フェーズ１プロジェクト」と比
較し供与機材はより精密かつ繊
細なものが多くなることから、
維持管理にはより細心の注意を
払うようフィリピン側に申し入
れた。

・「フェーズ１プロジェクト」で供
与した機材の現状を確認したと
ころ、大半の機材は問題なく使
用されていたが、スペアパーツ
の入手等に関して問題があった
点についてフィリピン側の善処
を要求したところ、改善案が提
出されたため、ミニッツに添付
した。

・本年１月末までのPhilippine
National Standardsの改訂（強制
試験製品の変更）の情報がなかっ
たため、一部機材については事
前情報が入手できず、結果とし
て実施協議調査までにその取り
扱いを確定することを確認した。

・試験サンプルを輸送する車両の
供与についても要請があったた
め、聞き置き、ミニッツに記載し
た。

・供与機材の国内輸送、据え付け・
維持管理はフィリピン側負担で
実施してほしい旨説明し、フィ
リピン側の同意を得、ミニッツ
に記載した。

・必要に応じ、機材据え付けを監
督する短期専門家の派遣を検討
する用意がある旨、説明した。
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

Ⅳ フィリピン側投入

10 実施機関の組織

11 実施機関の予算

12 カウンターパー
トの配置

1997年4月現在のBPSの人員は以下の
とおり
（AT＝Action Team）

アドミニストレーション 6名
AT-1 Standards Development 14名

AT-2 Information Services
on Standards 5名
AT-3A Product
Certification 20名
AT-3B Quality System
Certification 3名
AT-4 Testing, Laboratory
Accreditation 20名

AT-5 Training Activities 2名

AT-6 Production Services,
Media relations 6名
AT-7 Budget and Other Staff
Services 2名
AT-8 Special Product 2名

AT-9 ISO Matters and BPS
Quality System Document
Control 2名
BPS全体で合計82名、うちBPS試験所
（AT-4に相当）20名。

下記を事前調査の際に確認している。
・1997年のBPS本部予算は約17百万ペ
ソ、BPS試験所の予算は約14百万ペ
ソ。

・自己収入としては、試験・認証によ
る収入は約13百万ペソ（1996年）。た
だし、これは国庫に上納されている。

・事前調査の際には、フィリピン側よ
り、Project Director１名、Project
Manager１名、試験スタッフ30名、標

・左記内容を再確認するとと
もに、人員増等について確
認する。

・左記に関し、最新の状況につ
いて確認し、ミニッツに記
載する。

・新規採用の予定等を含め、
フィリピン側の意向を確認
する。

・確認し、ミニッツに添付した。

・各ATの人員を以下のとおり確認
し、ミニッツに記載した。

AT-1 Standards
Development 11名
AT-2 Information Services
on Standards 5名
AT-3A Product Certification

20名
AT-3B Quality System
Certification 3名
AT-4A Testing 24名
AT-4B Laboratory
Accreditation 1名
AT-5 Training and
Personnel 3名
AT-6 Promotions and
Media Relations 4名
AT-7 Budget and Other
Staff Services 1名
AT-8 Special Projects
（APEC, ACCSQ, ASEAN TQM）
Registration of Quality
Assessors 2名
AT-9 ISO Matters and BPS
Quality System Document
Control 2名
BPS全体で合計76名（欠員4名を除
く）、うちBPS試験所（AT-4に相
当）24名。

・過去５年間の予算、支出、自己収
入を確認し、ミニッツに添付し
た。

・1997年の予算については、事前
調査の際に確認したとおり。支
出は約11百万ペソとなっている。

・1997年の自己収入としては、本
部（認証料等）約9.6百万ペソ、試
験所（試験料）約2.4百万ペソ、合
計約12.0百万ペソとなっている。

・なお、最近の通貨下落の影響に
ついて、以下を聴取し、ミニッツ
に記載した。
ａ）維持管理経費の25％削減
ｂ）BPS新建屋建設に関する予算
配分の減少（1 . 2億ペソから
2,145千ペソ）
ｃ）BPS試験所の増員申請に対
し、要求の75％査定（要求15
名、査定11名）

・プロジェクトへのローカルコス
ト配分として、1 9 9 8年度に約
30.8百万ペソ（うち新建屋建設費
が21.45百万ペソ）をあてること
を確認したほか、2002年までの
配分計画について確認し、ミ
ニッツに添付した。

・フィリピン側より、現在のBPS試
験所の既存の人員に加えて、本
案件のために15名の増員を予定
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

13 施設・設備・機材
据え付け

準化スタッフ３名、認証スタッフ３
名、清掃等 ５名の計55名を協力期間
を通じて配置するとの発言があり、
ミニッツに添付した。

・事前調査以降、フィリピン側への質
問票等で確認したところによれば、
上記30名には機械試験等を含むすべ
ての試験スタッフ人員を示しており、
うち約半数は予算当局に承認されれ
ば新規に採用される予定となってい
る。

・質問票で更に確認したところによれ
ば、電気・電子分野で現在９名のカ
ウンターパートが既に指名されてお
り、４～５名のカウンターパートが
追加指名される予定であるとのこと。

・また、電気・電子分野の技術移転項
目すべての技術移転を受けるカウン
ターパートと、現在の各人の業務に
関連した分野についてのみ技術移転
を受ける他のカウンターパートに分
ける予定であるとのこと。

既存試験所の賃借延長、試験所拡張、
ユーティリティーの整備、日本側の供
与機材以外の機材購入等、フィリピン
側の措置事項とする旨確認し、ミニッ
ツに記載している。

・レベル等を踏まえカウン
ターパートの適正数につい
て協議し、ミニッツに記載
する。場合によっては、専門
家から直接技術移転を受け
るカウンターパート（Direct
C/P）とDirect C/Pから技術
移転を受けるカウンター
パート（Indirect C/P）と
いった役割分担を行い、あ
わせてミニッツに記載する。

・左記について再確認し、ミ
ニッツに記載する。

・左記のうち機材の据え付け
はフィリピン側負担による
が、必要に応じ我が国より
据え付け指導を行う短期専
門家を派遣する用意がある
ことを確認し、ミニッツに
記載する。

・試験サンプルの入手もフィ
リピン側で措置することを
確認する。

していること、そのうち11名に
ついては、1998年度予算で予算
化されていることが紹介された。
本内容をミニッツに記載した。

・個人ないし人事の都合でカウン
ターパートの配置に変更が生じ
た場合は、フィリピン側は直ち
に必要な人員を補充することを
確認し、ミニッツに記載した。

・BPSの雇用条件を確認し、ミニッ
ツに記載した。

・カウンターパート候補者10名全
員に、アンケートを実施し、それ
に基づき個別インタビューを行
い、本件協力に関する取り組み
方、BPS試験所勤務にかかわる将
来の自分の目標等を聴取し、取
りまとめた。

・技術レベルの把握を、その実技
の視察、及びインタビュー等で
評価したうえ、「フェーズ１プロ
ジェクト」で実施した電気部品試
験と比較し、今次協力で対象と
する電気・電子製品試験は高度
な知識と経験を必要とする一方、
現在カウンターパートの経験・
知識はそれを満たす状況にはな
く、そのため、限られた協力期間
内で、すべての試験技術を移転
するのは困難である旨フィリピ
ン側に伝え、ミニッツに記載し
たうえで上記６�に示した技術
移転の方法について了解を得た。

・確認した。

・必要に応じ、機材据え付けを監
督する短期専門家の派遣を検討
する用意がある旨説明し、ミ
ニッツに記載した。

・日本政府がJICAを通じて供与す
る資機材以外でプロジェクト実
施に必要となる資機材、車両、ス
ペアパーツ等については、すべ
てフィリピン側負担で準備・交
換することとし、ミニッツに記
載した。

・試験サンプルについてもフィリ
ピン側が準備することを確認す
ると同時に、フィリピン国産業
界からの協力に関するコミット
メント・レターを1998年３月ま
でにフィリピン側が取り付け、
JICA事務所に提出することを確
認し、ミニッツに記載した。

・本件の実施にあたり、フィリピ
ン側が準備する機材について、
ミニッツに添付した。
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

Ⅴ その他

14 他の外国援助機
関等からの協力

(1) 我が国からの
協力

(2) その他の協力

15 他の試験所との
役割分担

16 業界団体との連
携

事前調査までに以下を確認している。

・開発調査として、「フィリピン共和国
工業標準化・品質向上計画調査」を
実施し、1990年１月にマスタープラ
ンを作成。1991年５月から1993年11
月まで、個別派遣専門家として工業
標準化アドバイザーを派遣。

・プロジェクト方式技術協力として
「フィリピン工業標準化・電気試験技
術」（協力期間：1993年８月～1997年
８月）をBPSを実施機関として実施済
み。このプロジェクトは、ASEAN諸国
等の関係機関において標準化情報の
交流を図る「プロジェクト連携促進
事業（1996年度より開始）」の対象と
なっている。

・JICAを通じた援助のほか、通商産業
省との間で「ASEAN TQMプロジェクト」
として、1995年から５年間にわたり、
品質管理分野においてセミナー等が
実施されている。

・EUの協力が、標準化・品質保証分野
におけるASE A N  C o n s u l t a t i v e
Council for Standards and Quality
の一環として1989年より３年間にわ
たり実施されており、BPSに対し、コ
ンピューター18台が供与された。

・UNDPの協力により派遣されたオース
トラリア人専門家による試験所管理
に関しての評価が２カ月にわたりBPS
で実施されている。

・エネルギー省（D e p a r t m e n t  o f
Energy）傘下の、省エネルギーに関
する調査・開発を実施している機関
FATL（Fuels Appliances Testing
Laboratory） で、エアコン、扇風機、
冷蔵庫のエネルギー効率試験を実施
しており、安全試験を実施するBPSと
役割が分かれている旨、事前調査の
際に確認している。

・また、1990年の開発調査「フィリピ
ン工業標準化・品質向上計画」によ
れば、BPSから試験機関として認定さ
れている団体が20数団体あり、電気
試験関連ではフィリップスが照明器
具の試験機関として1988年に認定さ
れている旨、今次調査の事前質問票
で確認している。ただし、現在、同
社の製品以外はほとんど試験されて
いないとのこと。

・電気製品関係の複数の業界団体が存
在していることを事前調査の際に確
認している。

・試験サンプルの確保等で業界団体と
の連携が必要となる可能性がある。

・我が国以外の協力に関して
は、最新の状況について確
認する。

・左記について再確認する。

・左記状況を確認するととも
に、必要に応じてフィリッ
プス社の施設の見学を行う。

・本プロジェクト実施にあた
り、どのように業界団体と
連携していくか、意見交換
を行う。

・1998年に入り、更に、Economic
Cooperation of Standards and
Qualityとして、協力が開始され
ることになっている。

・左記を再確認した。
・FTPIの試験設備の視察を行った。
・場合によっては、一部試験を
FTPIの設備を利用して実施する
ことも今後検討する。

・近年、フィリピンの認証制度が
ISO Guide 25に基づいて行われ
るようになり、同社はISOの認証
を受けていないことから、現在
では民間で電気試験が実施でき
る機関はないとのことを確認し
た。

・プロジェクト成功のためには、
企業に参加してもらうことが不
可欠であることを再確認すると
ともに、フィリピン国産業界か
らの協力に関するコミットメン
ト・レターを1998年３月までに
フィリピン側が取り付け、JICA
事務所に提出することを確認し、
ミニッツに記載した。
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調査・協議項目 事前調査結果、現状及び疑問点等 対処方針 調査結果

17 討議議事録案

18 合同調整委員会

19 合同評価

20 日本のODAの現状
について

21 専門家の生活環
境

22 文章化

23 教育機関の視察

・討議議事録において含まれ
るべき事項について説明し、
理解を得る。

・委員会の目的、メンバーに
ついて確認し、結果をミ
ニッツに添付する。

・上記PD M及び評価5項目等、
評価の詳細について確認す
る。

・日本のODAの現状説明を行う
とともに、必要に応じ意見
交換を行う。

・最近の通貨下落の影響等に
ついて、可能な範囲で状況
を聴取する。

・説明し、討議議事録のサンプル
をミニッツに添付した。

・確認し、ミニッツに添付した。

・確認し、評価５項目についてミ
ニッツに記載した。

・説明し、フィリピン側の理解を
得、ミニッツに記載した。

・また、我が国側より広報の重要
性についても伝え、理解を得た。

・特段の影響はみられなかった。

・プロジェクトの実施及びモニタ
リングのために以下の書類を作
成すること並びに実施協議調査
団の派遣までにそれぞれのドラ
フトを作成することを確認し、
ミニッツに記載した。
ａ）電気・電子製品の製造業者・
商社のリスト（注：プロジェク
トの初期の段階で、広くプロ
ジェクトの存在を知らしめる
ため、BPS試験所の潜在的な顧
客層も含むこと）
ｂ）プロジェクトの成果をフィ
リピン国レベルで普及するた
めに、BPSTCと共同歩調をとる
（産官学の）研究機関リスト
ｃ）カウンターパートの技術力
モニターシート
ｄ）BPS試験所が技術サービスを
提供する企業の技術力モニ
ターシート

・フィリピン国の学校教育の場に
おいて、どのような測定器を用
いて実習が行われているか、
フィリピン大学（UP）とPBMIT工
学部及び職業訓練コースを視察
した。
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第４　関連分野の現状とニーズ

４－１　電気・電子製品試験に対する現状とニーズ

(1) 年間販売統計（Association of Home Appliances Manufacturers資料「Electrical Appliance

Sales in 1996～ 1997」参照）

1996～ 1997年の国内販売統計により、IEC No.335-1及び IEC No.65 対象製品の販売量に

よりニーズ調査を行った結果は次のとおりである。

１） IEC No.335-1（電熱機器）

電気炊飯器（Rice Cooker）は 18万台、電気コンロ（Stove）は 45万台とかなりの販売台

数が記録されている。これは、中間所得者数の増加及び電源事情の安定化が進んだこと

によると考えられる。

２） IEC No.335-1（電動力応用機器）

電気洗濯機（Washing Machine）は 67万台、エアコン（Room Air Conditioner）は 19万

台の販売数が記録されている。また、電子レンジについては伸び率で 320％となってい

る。これも、中間所得者数の増加及び電源事情の安定化によるものではないかと考える。

３） IEC No.65（電子機器）

テレビ、オーディオ機器等の娯楽製品の占める割合は、家電品のなかで大きいもので

ある。なかでもビデオデッキ（ＶＣＲ／ＶＣＰ）の伸び率は 15％となっている。

(2) 現地調査

クバオ市（２月20日、マニラ都市部）、バタンガス市〔２月24日、マニラ郊外（南約100km）〕

で、小売店、量販店を調査した結果、カラオケ、大型テレビ、ステレオ等の IEC No.65製品

の展示が目立っている。また、IEC No.335関連の機器には電気洗濯機、エアコン、電気炊飯

器、電気コンロの展示が目立っていた。これは、販売統計�と一致している。また、電気ポッ

ト、電気瞬間湯沸かし器などの展示もあった。

電子電気製品の安全性の指標となる試験期間の認証マークは、ほとんどの製品についてお

らず、安全面は野放し状態である。これを考えると電子機器（IEC No.65）も電気機器（IEC

No.335）の試験と同様に何らかの規制が必要であり、試験ニーズは多いと考えられる。

１） クバオ市

小売店（３か所）、量販店（２か所）の店頭には大型テレビ、カラオケセットが置かれて

いる。各店内には、電子レンジ、オーブンレンジ、電気炊飯器、電気ポットなどのキッ

チン用品、扇風機、冷蔵庫、洗濯機（脱水機部分のないもの）等の製品が置かれ、製品の

種類は日本の販売店との差は感じられなかった。しかし、日本ではアイロン、電気瞬間

湯沸かし器等の製品は主力販売品となっていないが、フィリピンでは数多く展示され、
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主力の扱いとなっている点は面白い。また、この国の気候の関係か、衣類乾燥機、食器

乾燥機は見当たらなかった。

２） パタンガス市

小売店（４店）調査した。クバオ市同様の電気電子製品が陳列されている。主流はテレ

ビ、オーディオ、電気炊飯器、扇風機、冷蔵庫、洗濯機、アイロンである。

４－２　標準化（試験所運営）の現状とニーズ

(1) 試験所運営の現状

ＢＰＳは、ラボアクレディテーションを運営しており、ＢＰＳ試験所は、ＢＰＳ本部が外

部のラボアクレディテーションを行う際の技術評価支援を行っている。この業務は、基本的

に本部活動として実施されているが、本部の２名及び試験所の３名が担当している。ＢＰＳ

の現状については、以下のとおり。

１） ISO/IECのガイドルール上、ＢＰＳ本部が同一組織体であるＢＰＳ試験所を認定するこ

とは避けることになっている。

２） 品質マニュアルの草案が検討されているが、整備するべき文書は多数にのぼる状況で

ある。

３） 予算の縮小により、外部研修が不十分になっているが、国内ではトレーニングを受け

る機会を持てない。

４） 装置管理システムにおいては、データベースが機器をリストアップした程度のもので

ある。

５） 校正トレーサビリティーについては理論的なものが中心。

６） 記録文書化については簡単な手順を作成したに留まっている。

(2) 試験所のニーズ

世界的な認定団体は、独立した機関となっており、フィリピンにおいても世界的なシステ

ムを導入していくことが検討されている。したがって今後は、ＢＰＳ本部に代わり独立した

機関がＢＰＳ試験所を認定することになる。このような背景の下に、ＢＰＳ試験所はその認

定を受けるべく準備を進めている。品質マニュアルの草案を検討、修正、詳細関連実施規定

類の整備を進め、新たな品質システムに基づく実施運営、確実なシステム構築及びその早期

実現のため、外部指導者の支援を必要としている。

プログラム作成等を含めた指導を進め、座学やトレーニング等を実施しつつ、その確実な

実施を図るため、ドキュメンテーション化の構築が必要である。

サンプル（検査依頼品）管理については、電気・電子製品は構成が複雑なので、規格と比較

しつつ手順や管理のドキュメンテーションを作成し、システム化する必要がある。この点に
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ついては、単に装置の操作方法だけでなく、製品の標準化の意味、試験の意味等を含めた専

門家による指導が必要であり、十分に時間をかけた人材育成ができるよう、電気・電子製品

試験専門家による指導方法の工夫も必要である。
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第５　プロジェクトの基本計画に係る特記事項

５－１　実施機関の設備の現状

フェーズ１プロジェクト対象品目は電線及びケーブル、照明器具、配線器具であり、それに付

随する供与機材が試験所に設置されている。フェーズ１プロジェクトで供与した機材の現状を確

認したところ、大半の機材は問題なく使用されていたが、ビカットテスター及び恒温槽が制御回

路の故障等により遊休設備となっていた。

設備調査の明細は、Annex17としてミニッツに記載した。

以下、今後の問題点として記述する。

(1) 試験所の電源

フィリピンの電圧は 230Ｖ±５％である。しかし、長期調査中に配電電圧を 24時間監視し

た結果、220～ 267Ｖの電圧変動が記録され、実際の配電電圧はかなり変動していることが確

認できた。試験所は自己受電設備を有していないため、電源自体の管理ができていない。今

後、試験所を運営していくうえで問題である。また、電源自体のキャパシティ及び波形のひ

ずみにも十分考慮する必要がある。

現状設置されている試験設備には安定化電源装置が備えられているので問題はないが、今

後設置する機材も同様に安定化電源の使用を考慮する必要がある。

(2) 計測器と校正

試験所を運営するうえで計測器は校正されていなければならない。現在、試験所は計測器

の校正システムをフェーズ１プロジェクト時に供与されており、十分稼働していた。しかし、

今後、家電製品の試験で使用される特殊測定器を校正する場合には、所内校正ではなく、直

接メーカーに依頼をする形をとるほうが、特殊測定器用の校正装置を試験所で維持管理する

よりも容易な場合も生じるものと考えられる。

(3) 水利用の機材

フェーズ２プロジェクトで供与予定のなかに水を利用する機材がある。水を利用する場合

は、水質により機材の寿命に大きく影響することがわかっている。水質について、更に詳し

く調査する必要があるが、場合によっては浄水器等を備えるなどの対応策をとる必要がある。

また、当該の機材についてはメンテナンスを十分行わなければならない。

５－２　投入計画（日本側：供与機材）

(1) 技術移転に必要な機材とその仕様

供与されるべき機材は、あくまでも技術移転のための機材であるとの原則の下で、このよ

うな技術移転に必要となる機材を以下の４つに分類したうえで、Annex13としミニッツに添付
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するとともに、詳細仕様を参考として併せて添付した。

１） ＢＰＳ試験所に存在しており、これをプロジェクトにおいても使用するもの。

２） ＢＰＳ試験所に存在しているものの、老朽化等の理由で更新するもの。

３） ＢＰＳ試験所に存在しているものの、効率のよい技術移転を実施するために員数を

増やすもの。

４） ＢＰＳ試験所に存在しないために新規に供与するもの。

また、大半の機材が初年度一括購送されることが望ましいと考えられるが、 例外的な扱い

が検討されている下記に示す機材もあるため、これらの購送の可否を決定するタイミングを

逸しないよう、留意する必要がある。

１） エアコン試験用 Built-in Chamber

本機材は、フィリピン国エネルギー省ＦＡＴＬ（Fuels and Appliance Testing

Laboratory）において同機材を保有しており、同試験所で同機材を借り得る可能性があ

ること、また、本邦調達の場合高価であるが、現地調達の場合10分の 1以下の価格と

の情報もあり保留とした。

また、ＢＰＳ試験所が将来的に移転が見込まれているので、本機材のように、据え

付け、基礎工事が複雑、高額な機材は、原則検討の対象外とした。ただし、移転後、協

力残余期間が十分ある場合には、新サイトに設置することも検討可能である。

２） 電子製品試験（IEC No.65）関連機材（ＡＣアダプター試験に用いる機材を除く）

本機材については、現段階では技術移転の詳細について未定であること、また

Vibration Test装置は、外部への振動の影響に対する対処の必要性等を考慮し、保留

とした。Flexing Test装置は、現在のＰＮＳ規格に基づく試験は現有の装置で試験可

能であるが、将来ＰＮＳ規格がＩＥＣ規格に整合されたあと、詳細について検討する

こととした。

(2) 現地調達の可能性

本件の機材調達については、維持管理が可能である場合、協力期間終了後のメンテナンス

を勘案し、必要に応じて現地調達により検討するべきである。現在ＢＰＳ試験所に見積りを

依頼しており、見積書徴収後に委細について検討し、実施協議調査の時点で各機材の現地調

達の是非について最終的に決定することとなるが、技術的には相応の範囲内で現地調達が可

能となる見込みである。

(3) その他

フィリピン側は可能な限り応分の負担を実施するといっているものの、例えば車両につい

ては、各省庁との法律により 1986年以降新規購入を禁じられていることや、１万ペソを超え

る機材については、Capital Outlay（資本財購入・調達のための予算、ＪＩＣＡの出資金等施
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設整備費に近いもの）に計上されていない場合、経常経費に余剰があっても原則購入できない

ことといったフィリピン国の予算執行上の制約も念頭に置いて柔軟に対応する必要がある。

本年１月までの Philippine National Standardの改訂（強制試験製品の変更）の情報がな

かったため、投げ込み式湯沸かし器（Electric Instantaneous Water Heater）、電気温水器

（Electric Storage Water Heater）、掃除機（活電ホースなし）（Electric Vacuum Cleaner

without Current-carrying hose）、電子レンジ（Microwave Oven without Heater）の試験用

機材については事前情報が入手できず、結果として実施協議調査までにその取り扱いを確定

することを確認した。

また、フェーズ１プロジェクトで供与した機材の現状を確認したところ、大半の機材は問

題なく使用されていたが、スペアパーツの入手等に関して問題があった点についてはフィリ

ピン側の善処を要求したところ、改善案が提出された。

必要に応じ、機材据え付けを監督する短期専門家の派遣を検討することとした。

５－３　投入計画（フィリピン側：建屋、施設及び資機材）

(1) フィリピン側により調達する機材

日本政府がＪＩＣＡを通じて供与する資機材以外で、本プロジェクト実施に必要となる資

機材、車両、スペアパーツ等についてはすべてフィリピン国負担で準備・交換することとし

た。

なお、試験サンプルについても、フィリピン側が準備することを確認すると同時に、フィ

リピン国産業界からの協力に関するコミットメント・レターを 1998年３月までにフィリピン

側が取り付け、ＪＩＣＡフィリピン事務所に提出することを確認した。

本プロジェクトの実施にあたりフィリピン側が準備する機材についてミニッツに記載した。

(2) フィリピン側で必要な措置事項

フィリピン側は、ＢＰＳ試験所の賃貸契約を延長及び隣接するスペースの新規契約を行い、

プロジェクト実施のために必要な建屋及び設備を用意する旨同意した。

また、ミニッツの Annex14及び 15に示した機材受入れのために必要な改修を、機材のサイ

ト到着までに行う。このためフィリピン側はフィリピン国1998年度予算として50万ペソを確

保している。

ＢＰＳ試験所における電圧変動が一部機材に影響を及ぼすものとみられるため、フェーズ

１プロジェクト同様、安定化電源の導入が必要となるため考慮する旨指摘した。フィリピン

側は、新ＢＰＳ試験所サイトの建設計画の説明に関連し、移転スケジュールがフェーズ２プ

ロジェクト供与機材到着の直後に予定されているため、フェーズ２プロジェクトの実施に影

響を及ぼすことが懸念される旨指摘した。



- 39 -

(3) 供与機材の維持管理に係る留意事項

本プロジェクトは、フェーズ１プロジェクトと比較し、供与機材はより精密かつ繊細なも

のが多くなるため、維持管理にはより細心の注意を払うようフィリピン側に申し入れた。

供与機材のフィリピン国内輸送、据え付け、維持管理はフィリピン側で負担する旨同意し

た。

更に事前調査においても双方で確認したとおり、機材を移転する場合、移転後校正も必要

となり、技術移転に割く時間が制限されることからフェーズ２のプロジェクト・サイトは既

存のＢＰＳ試験所とすること、仮にサイトが移転する場合にあっては、専門家に十分余裕を

持って事前に通知、協議することが前提である旨申し伝え、フィリピン側は遵守する旨回答

した。
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第６　調査員所見

(1) 前回の事前調査同様、今次調査を通じて終始感じられたことは、実施機関のＢＰＳＴＣのみ

ならず、フィリピン側のあらゆる機関が本件プロジェクトに強い期待感を持って注視している

という点である。

調査団としては、あまりに強い期待感がややもすると今後のプロジェクトの活動の支障とも

なりかねないことから、前回同様、持参した資料やＰＤＭの説明を通じ、日本側の協力の範囲

（限界）を繰り返し説明し、フィリピン側の理解を得るのに努めてきた。

(2) 実施機関のＢＰＳＴＣ及びその上部機関のＢＰＳについても、執務時間は8:00～ 17:00であ

るにもかかわらず、それをはるかに超え、連日にわたり調査員の調査に協力してくれた。

特に、調査団派遣の直前になって、Project DirectorであるモトムールＢＰＳ局長が、国際

会議出席のため、急拠、海外出張しなければならなくなり、官ベースの出張期間の前半部分し

か協議に参加できないことが判明し、標準化を含め事前調査でのペンディング事項が少なから

ずあったこともあり、先行きが懸念されていたが、局長滞在中はもちろんのこと、出張中は今

回代理署名をしたボトール副局長が中心となり、上述のごとき対応を取ってくれた。

このような観点からいえば、フェーズ２プロジェクトにあっても、総括責任者をはじめとす

る「ヒト」は増員はあっても交替はないため、大きな問題にはならないと考えられる。

(3) ただし、「ヒト」がプロジェクトの成功にとって不可欠であることを考えあわせると、ＢＰＳ

試験所レベルまで目を落とした場合、パノピオＢＰＳ所長が副局長とともに連日遅くまで調査

員との協議に対応しているにもかかわらず、ほとんど歳も変わらない他の所員が定時で帰宅し

ているのも事実であり、所長へのオーバーロードが懸念された。

また、他のプロジェクトでも問題となっているカウンターパートの異動（転職）については、

幸いＢＰＳ試験所自体、実質的な活動がフェーズ１プロジェクトにより開始されたといっても

過言ではないことから、他のプロジェクトの例も参考にしつつ、転職を阻止するだけでなく、む

しろ、それを前提としていかにプロジェクトの成果が実施機関に定着できるようにするかとい

う点を今後検討していくべきであるとの問題提起を行い、フィリピン側の理解を得た。

なお、その協議と並行してＢＰＳ試験所の雇用条件を確認するとともに、インタビュー形式

でカウンターパート候補者と面談を行い、各自の技術力を把握するとともに、本プロジェクト

に対する期待を聴取する機会を持ったが、このようなアプローチは今後とも案件の形成段階で

実施すべしと考える。

(4) もうひとつの重要な要素である「予算（カネ）」については、今次の通貨危機の影響もあり、前

回の事前調査より措置額が削減されていたが、このような状況下で特にプロジェクトに対する

「ヒト」の増員が 11人（全員技術カウンターパート、査定された４人は管理・事務補助要員で、
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1999年度予算で再要求予定）も認められたこと、及び建屋についてもＢＰＳ全体は無理だった

ものの、ＢＰＳＴＣが移転できる程度の予算が認められたことは極めて例外的な扱いともいえ、

この点からも、ＤＢＭ（予算管理省）も含めた他機関の本件への期待（関心）がうかがい知れる。

(5)「資機材（モノ）」については、フェーズ１プロジェクト終了後約半年しか経過していないこと

もあり、大半が順調に稼働・管理されており、一部、パーツ供給等の点で問題があった機材に

ついても、調査団滞在中に今後の対応策が提示された。

なお、今次調査においては、協力期間終了後の自立発展を念頭に置いて、協力期間中からフィ

リピン側が応分の負担を実施することが肝要である旨繰り返し説明してきたが、フィリピン側

はこれに理解を示し、一部機材についてはフィリピン側で手当てする旨の発言がなされた。

これは応分の負担を覚悟しても、本件をぜひとも成功させたいという、フィリピン側の強い

意志の現れであり、ここに銘記させていただきたい。

(6) 今次調査を踏まえ、必要な国内手続きを経て、実施協議調査を実施し、最終的にプロジェク

トが開始されるわけであるが、実施にあたり以下の点に留意すべしと考えるところを記載し、

以上をもって所見としたい。

１） ＢＰＳ試験所にとって２回目のプロジェクト方式技術協力であること

ＢＰＳ試験所の現在の活動のほとんどが、前回実施したプロ技により移転された技

術をベースに実施されていることは、仮に協力が実施されれば、本件実施にとって少

なからず好影響を及ぼすといえる。

一方で、累次記載のとおり、フェーズ１プロジェクトの計画が策定・開始された1993

年と現在を比較すると、「ＰＤＭ、評価５項目の導入に伴う我が方協力の範囲の明確化

（特に投入）及びモニタリング・評価方法の変更とモニタリング・評価を重視する体制

の確立」と「我が国のＯＤＡ予算の削減に伴う投入の吟味の強化、開始時期の遅延可能

性、運営管理の現地化」という２点で大きく異なっており、それに対する日本・フィリ

ピン双方の認識の相違を埋めることに今回の調査・協議時間のかなりの部分を割いて

きたつもりである。

今回の協議により、かなりの部分は解消できたと考えるが、主要な項目について日

本・フィリピン間で同床異夢の状態に陥ることがないよう引き続き留意しておく必要

がある。

２） 協力開始時期

協力開始時期の確定に大きく影響する機材の納期及び長期専門家候補者の確定は、

今後、本調査の結果を受けて実施協議調査団派遣までに実施される予定である。

今回の調査においては、上記２項目が未確定だったこともあり、現下の状況で最も

可能性の高い期日を定めることとし、1999年１月から協力を開始することでフィリピ
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ン側からもとりあえずの同意を取り付けたところである。

しかしながら、フィリピン側より、本調査員滞在中、日本側の説明を理解するもの

の、技術移転の緊要性、対象技術の進歩状況、過去のプロ技の経験等にかんがみ、少

しでも早く協力を開始してほしい旨、繰り返し強く要請されてきており、調査員とし

ても、当該分野におけるフィリピン国内のＢＰＳ試験所の位置づけを考慮すると、そ

の発言は斟酌するに値すると判断され、特に長期専門家候補者選定の際に関係者に留

意いただく必要があると思われる。

３） 協力期間・協力対象分野

協力期間・協力対象分野の設定にあたっては、

ａ） 本格的な技術移転に傾注する期間と移転された技術がカウンターパートに定着す

るのをモニタリングする期間の双方を盛り込んだ形で協力期間が設定されるべきで

あること、

ｂ） フェーズ１プロジェクトで取り扱った技術（それをいくばくか発展させたものが

現在ＢＰＳ試験所のカウンターパートが有する技術である）と今回、フィリピン側

から要請のあった技術との間には相当の差があり、他方、協力期間は最高でも５年

を限度としていることもあるので、大幅な対象分野の絞り込みが必要であること、

ｃ） 特に、電子製品試験については、その特殊性からカウンターパートの電子製品に

関する基礎知識の有無が技術移転の進捗の大きな鍵を握ることが多く、現時点では

電子製品試験はごく基礎的なものしか対応し得ないと判断されること、

の３点を念頭に置いてフィリピン側と協議し、協力期間については、ａ）に記載し

た期間のうち、前者に３年、後者に１年を費やす計４年とし、かつ、分野について

は、電子製品試験はとりあえず基礎技術に限定する形で技術移転を行うこととする

ことで合意した次第である。

今次協力においては、先述のとおり、予定されているカウンターパートのうち、半

分以上が新規に採用される予定であり、その新規採用者の吸収能力いかんで電子製

品試験の深度が決定されるといっても過言ではない。我が国側としても、電子製品

試験の深度を決定するために日本・フィリピン双方で１～ 1.5年後に実施すること

としたカウンターパートの技術力測定に備え、測定方法の検討等、必要な準備を進

めておくべきである。

４） 本案件における投入の考え方

本件の場合、現行のフィリピン国内の関連法との関連から、ＢＰＳ試験所の技術レ

ベルがフィリピン国の技術レベルを示すという特異な状況となっているわけであるが、

それをも踏まえ、我が国の投入の決定に際しては以下の点を留意すべしと考える。
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ａ） 専門家派遣

累次記載のとおり、昨今の案件形成においては協力期間終了後の自立発展性を確

保するとの観点から、長期専門家の投入時期・期間をより吟味するようになってき

ている。

今次調査でも、それをフィリピン側にも説明し、先方も当然のことであるとして

理解を示した。

他方、長期専門家についていえば、フェーズ１プロジェクトにおいては、試験分

野は１人でカバーできたものの、本件の場合、協力対象を絞り込んだにもかかわら

ず、リクルートされる専門家によりカバーできる領域が大幅に異なるため、リク

ルートされる方次第では最高３人の試験分野の専門家が必要となってくる。

更に、長期、短期いずれの専門家の場合であっても、日本国内においてすらこの

ような技術者は不足気味であり、短期であってもリクルートは容易ではない旨側聞

している。

したがって、本調査員帰国後、所要手続きを経たのち、まず強力な国内支援体制

を確立し、そのうえで第一に長期専門家をリクルートし、ついで長期専門家で対応

し得ない技術移転分野（項目）については短期専門家及び研修員受入で対応すると

いった方式により、投入計画及び各投入ごとの技術移転分野（項目）の役割分担を早

急に策定する必要がある。

ｂ） 研修員受入

上記ａ）との関連及び予算削減の影響も勘案して、協力開始までに本スキームで

実施されるべき移転内容を特定することが望ましいと考えられる。

なお、本件の場合、専門家のリクルートの状況や後述の機材供与の状況を考えあ

わせると、他案件よりも本スキームにより移転される技術が多いことが予想され、

先方には０～３人とのハードラインで説明し、一応の了承を得たところではあるが、

実際の運用にあたっては柔軟な枠の割り当てが検討されることが望ましいと考える。

なお、その割り当ていかんにかかわらず、当然のことながら研修を受講したカウ

ンターパートが日本で習得した技術を他のカウンターパートに披露・移転するシス

テムを構築する必要があるのはいうまでもないことである。

ｃ） 機材供与

本件の機材調達については、維持管理が可能である場合、協力期間終了後のメン

テナンスを勘案し、必要に応じて現地調達により対応を検討すべきである。

なお、それに関しては、今回、３月下旬をめどに我が国側に見積りを提出するよ

う、ＢＰＳ試験所に依頼しており、見積書徴収後、委細について検討し、実施協議
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調査の時点で各機材の現地調達の是非について最終的に決定することとなるが、技

術的には相応の範囲内で現地調達が可能となるものとみられる。

また、大半の機器が初年度一括購送されることが望ましいと考えられるが、IEC

No.65 試験関連機器（１～ 1.5 年後のカウンターパートの技術力測定結果次第）や

Built-in Chamber（ＢＰＳ試験所は将来的に移転が見込まれているため、本機器のよ

うに据え付け・基礎工事が複雑・高額な機材は、原則検討の対象外。ただし、移転

後、協力残余期間が十分ある場合は、操作技術だけ事前に研修員受入の際に指導し、

新サイトに設置することも検討可能）といった例外的な扱いが検討されている機材

もあるので、その購送の可否を決定するタイミングを逸しないよう、留意する必要

がある。

更に、フィリピン側は、可能な限り応分の負担を実施するといっているものの、例

えば車両については、各省庁との法律により 1986年以降新規購入を禁じられている

ことや１万ペソ（約３万円）を超える機材については、Capital Outlay（いわゆる資

本財購入・調達のための予算、ＪＩＣＡの出資金等施設整備費に近いもの）に計上さ

れていない場合、経常経費に余剰があっても原則購入できないことといったフィリ

ピン国の予算執行上の制約も念頭に置いて柔軟に対応する必要がある。

５） カウンターパートの配置

本件の場合、ＢＰＳ試験所自体の活動がフェーズ１プロジェクトにより確立された

ため、フェーズ１期間中は、配置されたカウンターパートが日常業務に忙殺され、技

術移転に十分時間を割くことができない場合があったとの報告は受けていない。

しかしながら、今回は、少なくとも電気関連 3部品については既に日常業務となっ

ているため、上記事態が惹起されることが懸念される。

調査員としても、他の案件の教訓を生かし、以下をフィリピン側に説明し、理解を

得たが、技術移転項目同様、引き続き注視していく必要がある。

ａ） カウンターパートのグループ化

各技術移転項目ごとに複数名を配置し、相互に補完する体制をとることとした。

ｂ） 日常業務との区別

週２～３回、技術移転の時間を定期的に設けることとした。

なお、カウンターパートのグループ化については、その結果、優秀なカウンターパー

トとそうでない者とを明らかにすることとなり、これまで良きにつけ悪しきにつけ

「同世代の仲良しグループ」として、一体となって活動してきたカウンターパートに悪

影響を及ぼすことが懸念される旨フィリピン側より発言があったが、最終的には組織

として所掌する業務が増えれば必然的に各自の能力に合った体制をとらざるを得ない
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旨説明し、先方も理解を示したところである。

しかしながら、フィリピン側の懸念の点も十分理解できるので、ミニッツにも記載

したとおり、派遣される専門家におかれては少なくも技術移転の機会の均等化を念頭

に置いていただくことを希望する。

また、ＢＰＳ試験所長にすべての業務が集中し、他の所員が積極的にフォローしな

い点についても、ＢＰＳ局長及び副局長に気づきの点として報告し、善処を依頼した。

同所長の年齢（31歳）、給与及び家族が米国へ移住している点と現在の業務量を考え

ると、同所長の異動（転職）もあながち可能性がないともいえず、他方、現在のＢＰＳ

試験所の他のカウンターパート候補者を見渡すと同人以外にこうした役割を果たし得

る人物は見あたらないため、本件についても十分フォローする必要がある。

６） プロジェクトの広報

プロジェクトの広報の重要性については、日本・フィリピン双方がそれを理解し、そ

の旨をミニッツに記載したところである。

現在、ＢＰＳ試験所は、歴史が浅いこともあり周知されておらず、まして本プロジェ

クトは周知されていない状況にあるといえる。本プロジェクトは、当初はＢＰＳ試験

所のカウンターパートをターゲットとし、更には電気・電子製品製造企業及びリー

ジョン・州のＤＴＩ標準化担当者に対するセミナー及び研修コース開催を通じ、フィ

リピン全土にその成果を普及させることを目的とし、最終的にはフィリピン国民の電

気・電子製品安全性に対する意識を高めることをもめざしているが、それを達成する

ためにはまずＢＰＳ試験所及び本件プロジェクトの存在を周知させる必要がある。

プロジェクト開始後は、ミニッツに記載のとおり、あらゆる通信媒体を利用して広

報に努める予定ではあるが、至近では次の実施協議調査の署名式を利用して広報を効

果的に実施することが非常に重要と思料されるため、関係者のご協力をお願いしたい。

なお、本件については、ＢＰＳ側からも強い賛意を得ており、早速、今回の長期調

査のミニッツ署名の際にプレスリリースが準備され、マスコミに配布されたことを付

言したい。

７） 日本側の協力とフィリピン側の自立発展の周知及びプロジェクトのモニター体制の

確立

調査団としても今次調査においても累次説明してきた点であるが、各機関とも各々

の機関の立場から本件実施による裨益効果を期待しており、その期待はややもすると

過度になりがちで、かつ、同床異夢となる危険性をもはらんでいる。
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このため、ＰＤＭ、ＴＣＰ及びＰＯの説明やミニッツの協議を通じて、「プロジェク

トで使用する文言の統一（例えば、プロジェクトの目的や成果はマスタープランに記

載されているものだけであるなど）」「プロジェクトの各活動の実施主体の確認」「専門

家とカウンターパートの意思疎通の重要性」「技術移転成果の文章化、均質化、至近化」

等を説明し、フィリピン側の理解を得たが、これは派遣される専門家も十分理解して

おくべき点であるので、今後、専門家が決定され、派遣されるまでに、再度、日本側

関係者内で確認する必要がある。

８） 専門家選定のポイント

ＢＰＳ試験所のカウンターパートの大半が 20歳台であり、社会経験がほとんどない

ということを前提にして、このような人々を対象として技術移転を実施しなければな

らないということを専門家候補者に十分説明する必要があると考える。

幸い、今回、調査員のなかで試験技術を担当された２人は１か月間現地に滞在し、現

地の事情を十分承知しているので、事情が許せば専門家として参加いただければ幸い

である。もしそれが困難な場合には、派遣される専門家に事前に事情説明を願えれば

と考える。

なお、専門家の語学力については、フェーズ１プロジェクトの終了時評価報告及び

帰国報告において、フェーズ１プロジェクトが成功した要因のひとつとして掲載され

ており、調査団としても同意見ではあるが、それ以上に前述の組織の特殊性を理解で

きることがより肝要なことかと思料する。

９） 今後の長期調査のあり方

今次調査は、このような形態としては当部として３回目のものであるが、先方総括

責任者の不在、強制規格改正の情報不足及び標準化分野の方針転換等の問題が直前に

発生したわりには、先方及び調査員同士の協力により満足のいく結果が得られたとい

える。

今後、このような形態の調査を実施する際には、以下の点に留意すべしと考える。

ａ） ＰＤＭ、ＴＣＰ、ＰＯ、ＴＳＩ作成の事前ワークショップ開催

本件調査に先立ち、調査団内でＰＤＭ、ＴＣＰ、ＰＯ、ＴＳＩ作成の事前ワーク

ショップを開催したが、今後とも、可能な限り更に時間をかけて実施し、各団員の

成果品が均質化し得るようにすべきである。

ｂ） ＴＣＰとＰＤＭの整合性

当事業団において、プロジェクト方式技術協力についてまずＰＤＭが導入され、

その導入に伴いＴＣＰのＰＯへの移管が実施されているが、当部においてはその事

業内容（技術移転項目が複雑多岐にわたっており、活動そのものが技術移転につな
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がらない場合が多い）の特殊性から実質的な移管が進んでいない状況にある。

今次調査においては、他の２回の長期調査の先例も踏まえ、ＴＣＰ及びＰＯを作

成した。今後、国内関係者の意見を賜り、当部版のＴＣＰ及びＰＯの礎となり得れ

ば幸甚である。

ｃ） カウンターパート候補者との個別面談及び協議

先の２回の長期調査同様、カウンターパート候補者とのインタビューを実施した。

このような形態はすべての案件に適用できるものではないと考えるが、採用につ

き引き続き前向きに検討する価値のあるものと思料する。

ｄ） 長期専門家の派遣期間

現在、全事業団的に関心のある事項であり、評価５項目の項目でもある「プロジェ

クトの Sustainability」及び「投入の効率性」の観点から、長期専門家すべてを全期

間には配置しない、換言すれば、前述のとおり技術移転の期間とそれによって移転

された技術の定着期間を協力期間内に設け、Sustainabilityを確保することを提案

し、フィリピン側の了承も得たが、他の案件でも同様の検討が実施されることを希

望する。

10） 実施協議調査で検討すべき事項

次回の実施協議調査においては、通常の実施協議（Ｒ／Ｄ、ＴＣＰ、ＰＯ、ＴＳＩ、

ＡＷＰＯ及び通常のミニッツにかかる協議）に加え、今次協議の精神を引き継ぐ観点

から以下の点について十分協議・調査を実施するようお願いしたい。

ａ） 技術力モニターシート等、各種様式の協議

ｂ） 機材の現地調達実施促進
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３　ＢＰＳ試験所カウンターパート候補者へのインタビュー結果
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